
目医発第156号（保32）（介6）

平成18年5月11日

都道府県医師会長殿

日本医師会長

　　　唐　澤　祥　人

医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項等について

　平成18年度診療報酬改定および介護報酬改定に伴い、医療保険と介護

保険の給付調整に関する留意事項および両保険において相互に関連する

事項等についての告示・通知が、下記のように揃いましたのでご連絡申し

上げます。

　つきましては、貴会会員に周知方よろしくお願いいたします。

　なお、本件につきましては、都道府県医師会宛文書管理システムのrお

知らせ」ならびに日本医師会ホームページのrメンバーズルーム」に掲載

いたします。

記

【告示】

（1）厚生労働大臣が定める療養

　　　　　　　（厚生労働省告示第142号（平成18年3月20目））

　※　平成18年3月23日付け目医発第1117号（保175）都道府県医

　　師会長宛文書にて連絡済み

（2）要介護保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定で

　きる場合（厚生労働省告示第176号（平成18年3月29目））

　※　平成18年3月31目付け（介112号）都道府県医師会介護担

　　　当理事宛文書にて連絡済み

　※　平成18年4月28日付け事務連絡「官報掲載事項の一部訂正に

　　　ついて」（厚生労働省保険局医療課企画法令第1係）により一部訂

　　正の連絡あり



（平成18年5月11目付け事務連絡（保33）（介7）参照）

【通知】

（1）医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介

　護保険の相互に関連する事項等について

　　（平成18年4月28目　老老発第0428001号・保医発第0428001号

　厚生労働省老健局老人保健課長・保険局医療課長連名通知）

　※　今回の通知発出に伴い、従来通知「平成12年3月31日付け保

　　険発第55号・老企第56号、老健第80号」は廃止された

（添付資料）

1．官報告示　号外第59号（平成18年3月20目　抜粋）

2．官報告示　号外第70号（平成18年3月29目　抜粋）
3．医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護

保険の相互に関連する事項等について

　（平成18年4月28目　老老発第0428001号・保医発第0428001号
　厚生労働省老健局老人保健課長及び保険局医療課長）

4．関連告示参考資料（目医保険医療課作成資料）



［＞

（4分冊の1）（号外第59号）報官月曜日平成18年3月20日
1

明
冶
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
］
．
一
轍
郵
便
物
認
可

一
　
渥

　
≡
一

　
二
■
ヨ
一

一
＝
一
；
■
一
＝
・
三

（号　　外）
独立行政法人国立印刷局

目

次

〔
省

令
〕

O
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養

　
費
等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改

　
正
す
る
省
令
（
厚
生
労
働
四
三
）

0
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交

　
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を

　
改
正
す
る
省
令
（
同
四
四
）

〔
告

示
〕

O
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟

　
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算

　
定
方
法
を
定
め
る
件
（
厚
生
労
働
一
三
八
）

O
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟

　
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算

　
定
方
法
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き

　
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
を
定
め

　
る
件
（
同
ニ
二
九
）

0
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
傷
病
名
、
手
術
、

　
処
置
等
及
び
副
傷
病
名
を
定
め
る
件

　
（
同
一
四
〇
）

0
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟

　
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
病
院
及

　
び
調
整
係
数
を
定
め
る
件
（
同
｝
四
一
）

0
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
を
定
め
る

　
件
（
同
一
四
二
）

0

　
0
種
苗
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

　
　
き
品
種
登
録
し
た
件
（
農
林
水
産
三
四
五
）

　
O
福
井
空
港
に
つ
い
て
告
示
し
た
事
項
に
変

　
　
更
が
あ
っ
た
件
（
国
土
交
通
三
五
五
）

　
0
奄
美
空
港
に
つ
い
て
告
示
し
た
事
項
に
変

　
　
更
が
あ
っ
た
件
（
同
三
五
六
）

　
0
福
井
空
港
の
飛
行
場
灯
火
に
つ
い
て
告
示

　
　
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
件

　
　
　
（
同
三
五
七
）

　
0
奄
美
空
港
の
飛
行
場
灯
火
に
つ
い
て
告
示

　
　
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
件

　
　
　
（
同
三
五
八
）

　
0
道
路
に
関
す
る
件

　
　
　
（
東
北
地
方
整
備
局
六
〇
－
六
一
、
六
三
、

　
　
六
四
）

　
0
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法

　
　
律
の
規
定
に
よ
り
登
録
住
宅
性
能
評
価
機

　
　
関
を
登
録
し
た
件
（
同
六
二
）

　
0
自
動
車
専
用
道
路
の
指
定
を
解
除
す
る
件

　
　
　
（
関
東
地
方
整
備
局
一
〇
四
）

　
○
道
路
に
関
す
る
件
（
同
一
〇
五
～
一
一
七
）

　
O
道
路
に
関
す
る
件

　
　
　
（
中
国
地
方
整
備
局
二
二
～
二
四
）

　
○
道
路
に
関
す
る
件

　
　
　
〔
九
州
地
方
整
備
局
六
＝
「
六
四
）

三八
四
九

九
三

九
五

〔
官
庁
報
告
〕

　
　
　
　
官
庁
事
項

平
成
十
七
年
度
第
三
・
四
半
期
予
算
使
用
の

状
況
（
内
閣
）〔

公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

　
破
産
、
免
責
，

　
再
生
関
係

特
別
清
算
，
会
社
更
生
、

九
五

δ
五

δ
六

δ
七

δ
八

δ
九一

至

○

特
殊
法
人
等

　
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

　
計
量
法
第
百
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基

　
づ
く
認
定
・
計
量
法
第
百
四
十
三
条
第
一

　
項
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
、
独
立
行
政
法

　
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構

　
公
示
、
弁
理
士
登
録
・
特
定
侵
害
訴
訟
代

　
理
業
務
の
付
記
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
懲

　
戒
の
処
分
、
企
業
年
金
基
金
設
立
関
係

地
方
公
共
団
体

　
行
旅
死
亡
人
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

一皿一｝
二。

ﾕ　
一

3
六

5
芝

一二

Z　｝

一一｝｝

省

令
I
I
I
l
l
I

0
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
三
号

　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十

八
条
第
十
三
項
（
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
老
人
保
健
法
へ
昭
和
五
十
七
準
法

律
塘
八
十
号
）
第
四
十
六
条
の
五
の
二
第
十
一
項
の
規
定

一
に
基
づ
き
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
．
訪
問
看
護
療
養
費

　等
の
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

　
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
平
成
卜
八
年
三
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
人
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
　
　
請
求
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
凱
る
省
令

　
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
、
訪
問
看
踵
療
養
費
等
の
請
求

　
に
薗
す
る
省
令
〔
平
成
四
年
厚
生
省
令
第
．
五
丹
）
の
一
部

専
　
様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
　
　
　
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
、
訪
問
看
纏
療
養
費
等
の

蓄
次
の
よ
う
に
改
箋



（号外第59号）報官月曜日平成18年3月20日95
0
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
二
号

　
健
康
保
険
法
〔
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
四
項
（
同
法
第
八
十
五
条
第
九
項
，
第
八
十
六
条
第

十
二
項
及
び
第
十
三
項
，
第
百
十
条
第
七
項
並
び
に
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
老
人
保

健
法
（
昭
和
五
十
七
隼
法
律
第
八
十
号
）
第
二
十
五
条
第
六
項
（
同
法
第
三
十
一
条
の
二
第
十
項
並
び
に
第
三
十
一
条

の
三
第
九
項
及
び
第
十
．
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
．
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
を

次
の
よ
う
に
定
め
．
平
成
十
八
年
四
月
］
日
か
ら
適
用
し
、
厚
生
労
働
大
臣
ノ
定
ム
ル
療
養
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告

示
第
百
七
十
一
号
）
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
百
七
十
五
号
）
は
、
平
成
十

八
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
．

　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養

一
　
介
護
保
険
法
〔
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
施
設

　
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
同
法
第
八
条
窮
二
十
六
項
に
規
定
す
る
療
養
病
床
等
に
入
院
し
て
い
る
要
介
護
者
（
同
法
第
七
条

　
第
三
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
急
性
増
悪
等
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
に
対
し
て
緊
急
に

　
行
っ
た
療
養
（
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
」

二
　
病
院
で
あ
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療

　
春
型
医
療
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
療
養
病
棟
（
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

　
告
示
第
九
十
二
号
）
に
規
定
す
る
療
養
病
棟
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
病
棟
の
数
が
一
で
あ
る
も
の
及
び
診
療
所
で
あ

　
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お
い
て
、
療
養
病
棟
又
は
診
療
所
の
病
室
の
う
ち
、
患
者
の
性
別
ご
と
に
各
一
つ

　
の
病
室
（
当
該
病
室
の
病
床
数
が
四
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
．
当
該
病
室
の
う
ち
四
病
床
に
限
る
。
）
を
定
め
地

　
方
社
会
保
険
事
務
局
長
に
届
け
出
た
場
合
に
つ
一
い
て
、
当
該
届
け
出
た
病
室
に
入
院
す
る
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
療

　
養

三
　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第
二
に
規
定
す
る
療
養
（
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
施
設

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

0
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
四
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
　
幽
鄭
卸
献
S
茜
雲
　
雛
颪
伊
U
偉

　
種
苗
法
（
平
成
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
品
種
登
録
を
し
た
の
で
．
同
条
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
．

　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
農
林
水
産
大
臣
　
中
川
　
昭
］

一
　
和
葭
贈
期
3
疎
岬
罰
恵
贈
難
3
鵠
コ
P
瞭
期
勘

　
葭
S
薗
叫
ぴ
海
雲
誉
藤
颪
書
8
藤
猛
、
講
弗
勘
薗
8
菌

　
堺
、
磯
再
瞭
蘇
8
甜
薄
湿
置
’
恥
献
隣
期
嘩
畑
耳
δ
藤

　
S
即
菌
図
舞
曲
輿
簿
q
隣
ヨ
×
眞
醐
熱
時
q
δ
匠
曲
励

　
購
3
笹
迦
m

　
　
匙
藤
練
灘
3
咄
革
　
澗
置
0
8
遡

　
　
歯
齦
隣
邸
8
禽
血
四
　
瀬
薄
目
〇
〇
藷
ω
コ
N
O
皿

　
　
隣
蹄
勘
蘇
8
測
叫
か
謎
＃
済
瞳
直
書
8
曲
蝋
　
献

　
　
瞬
期
詞
曲
S
鹸
雲
　
再
舜
渉
魁
偉

　
　
覇
轟
雌
酋
8
噺
韓
藍
醒
　
謡
岳

　
　
罰
謀
議
聾
嘩
泌
耳
ぴ
瞭
8
曲
尊
薄
q
爵
ヨ
　
欝
詩

　
串
餌
錐
》
寧
藩
・
好
書
顎
零
梅
蝿
淋
洋
識
拿
捕
蓬
蒸

　
　
灘
蓮
華
O
〈
興
掛
韜
略
跨
田
引
回
H
蹄
蒔
H

『
　
匪
翌
励
蕪
S
“
油
田
　
唱
再
冨
醤
団
コ
ω
田

・
一国ωか切O

ωセQH

釦
首
嫌
鄭
3
紳
卸
　
識
一
さ
ω
ω
⑰

即
繭
瞬
鐡
3
笹
コ
田
　
煮
薄
目
〇
。
醤
ω
池
悼
O
堅

剛
鄭
串
颪
8
況
叫
δ
藤
斗
ぐ
大
隅
舐
書
S
醤
盗
黄

　
識
罵
確
＞
藩
藩
・
緯
書
激
零
時
曝
海
溝
葺
皐
識
寮
書

　
　
灘
煎
麺
O
〈
蔵
掛
盗
鴫
功
田
↓
皿
H
離
蒔
H

↓
　
匪
搬
序
郊
S
醤
油
□
　
和
島
♂
報
国
』
ω
m

㎝
　
城
島
疎
蘇
8
針
識
遜
可
　
8
柑

O
　
罰
酋
鱒
鄭
畔
沸
耳
ぴ
職
S
曲
事
潮
q
甫
ヨ
　
遺
博

H
　
詞
曲
騰
麺
8
輔
卸
　
識
一
さ
認
畑

“o

@
和
首
齪
挿
3
紺
血
田
　
網
島
H
o
。
輝
ω
血
8
田

ω
　
幽
難
即
蕊
S
釦
叫
δ
璋
＃
渓
曝
面
§
S
曲
磁
　
論

幽
　
瞭
難
塾
疎
8
菌
堺
　
ぴ
百
①
り
誉
G

印
　
母
語
疎
蘇
8
針
薄
藍
避
　
謡
胡

ゆ
　
勘
首
醜
類
嘩
泌
耳
ぴ
蝶
S
菌
誹
洋
q
蒔
ヨ
　
贈
爵

　
潮
海
薙
＞
璋
激
・
肝
書
嶺
菰
海
鰍
器
溝
華
車
渇
毒
茸

　
　
鷺
蓬
殖
U
〈
残
掛
野
岨
砂
田
引
田
一
廓
誉
H

『
　
匪
嶽
ゆ
畑
S
耕
油
田
　
潤
再
H
α
醤
博
通
ω
田

｛刀心ωN｝H

匙
畝
騰
鄭
S
噸
中
　
黙
置
O
器
中

和
曲
鵬
鄭
8
笹
血
目
　
着
痔
H
o
。
佃
ω
㎞
8
口

嫌
郵
即
酋
S
圓
叫
か
無
弊
誉
煕
蕃
書
3
曲
曲

　
　
　
　
　
　
　
ま
　
ロ
へ

鵬
鄭
勘
麟
8
菌
勢
　
質
料
3
ψ
獣

叫
再
雌
蘇
3
斜
蔀
醤
3
　
誤
新

調

O
　
郢
曲
隣
邸
嘩
輝
耳
ぴ
雌
S
曲
部
簿
q
蒔
到
　
躊
博

　
嘩
餌
薙
》
藩
瀞
・
肝
書
淑
毒
海
嘯
准
辯
識
章
識
藩
叢

　
　
蛤
薙
殖
U
〈
彊
嵜
殖
岨
砂
川
目
皿
H
尊
爵
H

司
　
圧
顯
ゆ
懲
e
岳
油
皿
　
省
爵
♂
耕
心
コ
『
田

一
　
和
藤
鵬
灘
S
噛
卸
　
激
置
O
ω
①
卸

国
　
勘
訟
隣
罪
S
醤
池
田
　
相
痔
一
〇
。
醤
ω
血
8
田

ω
　
瞬
難
和
越
S
コ
叫
び
津
＃
誉
剛
敲
書
S
薗
蝋
　
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
す

癖
　
隣
邸
罰
薗
S
歯
謎
　
嘱
㌍
①
τ

㎝
　
叫
露
離
離
8
耐
酸
蓋
ヨ
　
8
霜

①
　
匙
曲
瞬
難
儲
幽
耳
ひ
雌
S
曲
事
薄
q
醇
到
　
雍
舛

　
恥
洋
笹
屋
油
融
酎
済
　
癬
紺
麺
樹
笹
嵜
凄
藷
冒
二
〇

　
噛
諄

刈
　
E
謡
励
賊
S
抽
池
m
　
煮
鳥
目
〇
醤
図
油
ω
m

H
　
和
首
瞬
鄭
8
齢
卸
　
醤
＝
O
器
皿

悼
　
勘
談
議
弗
S
粗
面
田
　
煮
薄
目
〇
。
耕
ω
血
卜
o
O
田

ω
　
隣
難
黔
首
S
滴
叫
ぴ
璋
≠
誉
蝋
農
書
8
曲
蟷
　
サ

　
き
C
鮮

癖
　
幽
鄭
勘
繭
8
曲
事
　
〉
刈
］
刈
車

切
　
叫
餌
喋
譲
8
針
蕗
遵
召
　
謡
岳

O
　
罰
疎
騰
鄭
酵
泌
耳
か
暗
8
曲
事
薄
q
酢
ヨ
　
羅
博

　
印
痔
驚
＞
湯
瀞
・
群
書
知
離
職
職
瀞
溝
婁
章
識
善
導

　
　
鼎
蓮
遍
O
〈
蝿
掛
髄
鴫
功
田
引
回
ド
離
苦
一

『
　
匪
姻
珍
爆
e
飛
血
田
　
起
碍
5
岳
N
コ
ω
m

H
　
知
識
瞬
難
S
蝋
珈
　
満
＝
O
ω
o
o
中

国
　
暫
畝
瞬
罪
e
岳
油
田
　
拍
毘
一
〇
〇
醤
ω
血
8
田

ω
　
瞬
獅
和
曲
S
鼠
叫
ぴ
泌
尊
崇
蝋
直
書
S
曲
蝋
　
菅

　
ン
C
卜

鼻
　
瞬
難
勘
献
S
曲
解
　
戦
へ
卑
＼
い
図

㎝
　
鱗
碍
瞭
蘇
S
噺
添
蕊
ヨ
　
田
舟

O
　
即
談
噂
雛
嘩
ゆ
耳
か
雌
8
曲
幹
淵
q
霞
ヨ
　
踏
隆

　
霜
鮮
蕗
》
璋
憐
・
肝
書
罰
鵡
碍
畷
淋
薄
謝
卓
識
惑
轟

　
　
澱
蓮
箔
U
〈
瓦
針
島
鴫
功
田
弓
皿
H
坤
達
一

『
　
庄
翔
珍
蕪
8
抽
コ
皿
　
網
碍
H
Φ
胡
N
迦
ω
口

H
　
和
韻
礒
難
S
噛
並
　
職
工
O
ω
O
却

薗
　
額
藤
鵬
攣
S
柑
油
皿
　
判
碍
H
o
o
醤
ω
油
8
田

ω
　
嫌
難
和
談
S
飼
叫
ぴ
藻
＃
誉
臨
書
書
8
訟
瓶

　
き
C
鈴

“
　
瞬
覇
罰
首
e
菌
堺
　
刈
オ
ロ
刈
Ψ

㎝
　
耐
震
蝋
蓄
8
耐
識
澄
醒
　
謡
相

学

O
　
罰
蝕
隣
邸
嘩
輝
耳
ぴ
蝋
8
曲
事
洋
q
宙
到
　
欝
隆

　
昂
興
蕗
》
塗
灘
・
餅
書
湘
蔀
詩
撮
灘
辯
識
皐
識
蓬
藤

　
　
涛
薙
麺
O
〈
興
研
潮
中
砂
国
臼
田
H
陣
達
一

『
　
注
脚
ゆ
蕪
S
岳
血
田
　
着
得
H
O
耕
植
〕
ω
田

一
　
卸
蒔
隣
郷
8
沸
串
　
髄
置
設
O
細

口
　
和
船
陣
隣
邸
O
薪
並
並
　
網
鳥
H
o
o
甜
ω
油
団
O
皿

ω
　
隣
邸
罰
融
8
蕊
叫
ぴ
藩
＃
呉
隈
直
書
S
首
苗
　
中
残

　
β
ε
C
卜

誤
　
瞭
鄭
匙
献
8
曲
事
　
×
随
一
亭
氏
一

切
　
叫
鳥
雌
蘇
S
対
叢
叢
産
　
8
領

0
　
塾
曲
鵬
難
嘩
泌
耳
ぴ
蝶
S
曲
事
潮
q
蒔
酬
　
欝
麟

　
串
簿
確
》
滞
淋
・
餅
書
瀞
尊
祷
瞬
海
溝
婁
箪
毘
毒
茸

　
　
灘
鷺
殖
O
〈
興
針
盗
暗
砂
m
引
皿
一
陣
誉
H

↓
　
圧
摺
ゆ
搬
8
耕
迦
m
　
｛
薄
日
①
耕
躯
油
↓
m

一
　
釦
首
瞬
薪
S
恥
遡
　
髄
＝
O
β
神

国
　
申
越
隣
邸
S
耕
油
皿
　
着
欝
お
笹
ω
並
悼
O
m

ω
　
縢
難
勘
訟
e
哀
叫
か
藩
辨
済
爵
密
書
8
曲
盗
　
瓦

葺
σ
C
銑

恥
　
隣
難
罰
蝕
8
蝕
蓄
　
辛
黛
卜
如
ヰ
華

㎝
　
叫
涛
瞭
憲
S
甜
識
着
雪
　
8
甜

O
　
和
曲
瞬
鄭
嘩
輝
耳
か
鮒
S
函
幹
淵
q
爵
卑
　
毒
断

　
謝
居
群
＞
藩
瀞
・
餅
書
知
革
海
嘯
海
洋
識
卓
識
藻
葺

　
　
澱
薙
麺
U
〈
員
新
建
畷
功
田
↓
皿
一
締
淳
一

¶
　
鼠
黐
珍
期
8
輸
血
通
　
網
鳥
鼠
霜
心
血
『
皿

　
国

　
m
餌
群
＞
匪
泌
・
陪
書
林
昨
磯
曝
溝
辯
難
章
湯
薬
導

　
　
澱
蓮
華
O
〈
彊
研
臨
唄
ゆ
田
↓
皿
》
騨
達
H

『
　
匠
鼠
珍
魁
8
甜
油
田
　
煮
痔
H
O
岳
悼
血
ω
m

H
　
和
曲
園
麹
S
畔
迦
　
海
軍
O
お
和

国
　
罰
憩
瞬
鄭
S
耕
油
皿
　
煮
鳥
目
〇
〇
醤
ω
ユ
8
田

ω
　
瞠
鄭
和
曲
S
黄
叫
か
藩
鉢
美
曝
愚
書
8
首
猛
　
汁

鼻
　
瞬
鄭
罰
疎
8
麟
謎
　
叫
叫
叶
う
診

㎝
　
叫
露
雌
蕪
S
耐
酸
藷
醒
　
窃
霜

0
　
恥
溢
泌
灘
嘩
輝
尊
び
瞭
8
曲
事
潮
q
醇
ヨ
　
毒
断

国
　
殖
　
畑
翔
乖
如
鞘
掛
汁
冊
爵
油
期
冊
飼
訓
0
8
－
N

『
　
庄
盃
》
爆
8
抽
池
田
　
｛
海
鼠
胡
直
並
↓
四

一
　
勘
訟
瞬
麹
S
騨
卸
　
甑
一
8
目
串

邸
　
詞
曲
襯
期
e
禽
血
田
　
惹
爵
｝
o
。
甜
ω
池
8
田

ω
　
嘲
類
罰
訟
e
斑
叫
か
購
諄
美
隈
臨
書
e
献
蝋
　
汁

眞
　
瞬
難
卸
藤
8
西
堺
　
U
顔
面
冊
雪

ひ
　
叫
蔦
眼
識
S
射
識
遂
避
　
8
抽

O
　
和
畝
隣
灘
嘩
泌
耳
か
瞭
S
曲
事
痔
q
蒔
ヨ
　
油
翔



（5分冊の1）（号外第70号）報官水曜日平成18年3月29日
1

明
治
一
…
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
一
一
一
種
郵
便
物
認
可

一
一一

一
一
一一『

一

一

一一一一

一
■　　早 r

一

－
，
一 一

←一一 一｝一

（号　　外）
独立行政法人国立印刷局

目

次

〔
省

令
〕

O
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部

　
を
改
正
す
る
省
令
（
総
務
四
七
）

0
非
訟
事
件
手
続
法
に
よ
る
財
産
管
理
の
報

　
告
及
び
計
算
に
関
す
る
書
類
並
び
に
財
産

　
目
録
の
謄
本
又
は
株
主
表
の
抄
本
の
交
付

　
に
関
す
る
手
数
料
の
件
の
廃
止
等
を
す
る

　
省
令
（
法
務
二
八
）

O
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
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令
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令
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独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障

　
害
者
雇
用
支
援
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に

　
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を

　
改
正
す
る
省
令
〔
同
五
九
）

三二三茜三七

○

0
指
定
身
体
障
害
者
更
生
施
設
等
の
設
備
及

　
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す

　
る
省
令
（
同
六
〇
）

O
指
定
知
的
障
害
者
更
生
施
設
等
の
設
備
及

　
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
｛
部
を
改
正
す

　
る
省
A
η
　
（
同
⊥
ハ
一
）

0
療
養
の
給
付
、
老
人
医
療
及
び
公
費
負
担

　
医
療
に
関
す
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す
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令
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令
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す
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令
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す
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す
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す
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五
）

0
自
家
発
電
設
備
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す

　
る
件
（
同
六
）

0
蓄
電
池
設
備
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る

　
件
（
同
七
）

0
燃
料
電
池
設
備
の
基
準
（
同
八
）

0
消
防
用
設
備
等
試
験
結
果
報
告
書
の
様
式

　
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
同
九
）

O
消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消
防

　
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
に
添
付
す
る

　
点
検
票
の
様
式
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改

　
正
す
る
件
（
同
一
〇
）

O
消
防
吏
員
の
階
級
準
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
件
（
同
＝
）

杢
九
一
一

九
三

九
六

九
七

九
八

一
〇
一
二

二
三

0
消
防
団
員
の
階
級
準
則
の
一
部
を
改
正
す

　
る
件
（
同
【
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三

〇
消
防
組
織
法
第
十
八
条
の
二
第
十
一
号
に

　
規
定
す
る
消
防
庁
長
官
が
指
定
す
る
市
の

　
全
部
を
改
正
す
る
件
（
同
＝
二
）

0
消
防
署
長
の
資
格
に
係
る
教
育
訓
練
及
び

　
そ
の
期
間
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正

　
す
る
件
（
同
一
四
）

0
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第

　
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
別
表

　
第
二
の
定
住
者
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
地

　
位
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

　
（
法
務
一
七
二
）

O
無
償
資
金
協
力
に
係
る
取
極
に
基
づ
く
贈

　
与
の
供
与
期
限
の
延
長
に
関
す
る
口
上
書

　
等
の
交
換
に
関
す
る
件

　
（
外
務
一
六
一
～
一
六
六
）
　
　
　
　
　
　
二
四

〇
無
償
資
金
協
力
（
ノ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　
無
償
資
金
協
力
）
に
係
る
取
極
に
基
づ
く

　
贈
与
の
使
用
期
限
の
延
長
に
関
す
る
口
上

　
書
の
交
換
に
関
す
る
件
（
同
一
六
七
）
　
　
≡
ハ

0
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

　
施
行
令
及
び
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に

　
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き

　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
の
一
部
を

　
改
正
す
る
件
（
厚
生
労
働
一
六
七
）

O
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

　
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規

　
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
障

　
害
者
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
助
成
金
の
額
等

　
を
定
め
る
件
の
】
部
を
改
正
す
る
件

　
（
同
一
六
八
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害

　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
基
準
該
当
障
害
福
祉

　
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

　
関
す
る
基
準
を
定
め
る
件
（
同
一
六
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
の
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）
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（
前
の
ペ
ー
ジ
よ
り
続
き
）

O
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
の
一
部
を

　
改
正
す
る
件
（
同
一
七
〇
）

0
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
の
］

　
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
七
一
）

0
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数

　
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
数
の
基
準

　
並
び
に
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
の
一

　
部
を
改
正
す
る
件
（
同
一
七
二
）

O
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
夜
勤
を
行
う
職

　
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を

　
改
正
す
る
件
（
同
一
七
三
）

0
消
費
税
法
施
行
令
第
十
四
条
の
四
の
規
定

　
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
身

　
体
障
害
者
用
物
品
及
び
そ
の
修
理
の
一
部

　
を
改
正
す
る
件
（
同
一
七
四
）

0
平
成
十
八
年
度
に
お
け
る
老
人
保
健
法
に

　
よ
る
保
険
者
の
拠
出
金
の
額
の
算
定
に
関

　
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率
及
び
額

　
　
公
示
す
る
件
（
同
一
七
五
）

O
要
介
護
被
保
険
者
等
で
あ
る
患
者
に
つ
い

　
て
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
を
算
定
で
き

　
る
場
合
を
定
め
る
件
（
同
一
七
六
）

O
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
施
行

　
令
第
一
条
第
二
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定

　
め
る
予
定
利
率
等
を
定
め
る
件
の
一
部
を

　
改
正
す
る
件
（
農
林
水
産
四
四
四
）

0
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
の
性
能
の
向
上

　
に
関
す
る
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準

　
等
の
一
部
を
改
正
し
た
件

　
　
（
経
済
産
業
四
六
）

O
蛍
光
ラ
ン
プ
を
主
光
源
と
す
る
照
明
器
具

　
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る
製
造
事
業
者
等

　
の
判
断
の
基
準
等
の
一
部
を
改
正
し
た
件

　
　
（
同
四
七
）

O
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機
の
性
能
の
向
上
に

　
関
す
る
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等

　
の
全
部
を
改
正
し
た
件
（
同
四
八
）

一
関

丙
六一

≡

五
九

＝
ハ
一一

至

一六O一
盗

塁
ハ

O
複
写
機
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る
製
造
事

　
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
一
部
を
改
正

　
し
た
件
（
同
四
九
）

0
電
子
計
算
機
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る
製

　
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
全
部
を

　
改
正
し
た
件
（
同
五
〇
）

O
磁
気
デ
ィ
ス
ク
装
置
の
性
能
の
向
上
に
関

　
す
る
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の

　
全
部
を
改
正
し
た
件
（
同
五
一
）

0
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
性
能
の
向

　
上
に
関
す
る
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基

　
準
等
の
一
部
を
改
正
し
た
件
（
同
五
二
）

O
電
気
冷
蔵
庫
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る
製

　
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
一
部
を

　
改
正
し
た
件
（
同
五
三
）

O
電
気
冷
凍
庫
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る
製

　
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
一
部
を

　
改
正
し
た
件
（
同
五
四
）

0
ス
ト
ー
ブ
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る
製
造

　
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
一
部
を
改

　
正
し
た
件
（
同
五
五
）

0
ガ
ス
調
理
機
器
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る

　
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
一
部

　
を
改
正
し
た
件
（
同
五
六
）

O
ガ
ス
温
水
機
器
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る

　
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
一
部

　
を
改
正
し
た
件
（
同
五
七
）

0
石
油
温
水
機
器
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る

　
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
］
部

　
を
改
正
し
た
件
（
同
五
八
）

O
電
気
便
座
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る
製
造

　
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
一
部
を
改

　
正
し
た
件
（
同
五
九
）

0
自
動
販
売
機
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る
製

　
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
一
部
を

　
改
正
し
た
件
（
同
六
〇
）

＝ハ五一七O一
茜

0
変
圧
器
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る
製
造
事

　
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
の
一
部
を
改
正

　
し
た
件
（
同
六
一
）

O
ジ
ャ
ー
炊
飯
器
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る

　
製
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
を
定
め

　
た
件
（
同
六
二
）

0
電
子
レ
ン
ジ
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る
製

　
造
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準
等
を
定
め
た

　
件
（
同
六
三
）

0
デ
ィ
ー
・
ブ
イ
・
デ
ィ
ー
・
レ
コ
ー
ダ
ー

　
の
性
能
の
向
上
に
関
す
る
製
造
事
業
者
等

　
の
判
断
の
基
準
等
を
定
め
た
件
（
同
六
四
）

O
工
場
又
は
事
業
場
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

　
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
事
業
者
の
判

　
断
の
基
準
を
定
め
た
件
（
同
六
五
）

O
貨
物
輸
送
事
業
者
に
行
わ
せ
る
貨
物
の
輸

　
送
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
量
の
算
定

　
の
方
法
を
定
め
た
件
（
同
六
六
）

0
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
二
条
第
三
項
第

　
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
業
種
を
指
定
す
る

　
件
（
同
六
七
）

O
貨
物
輸
送
事
業
者
に
行
わ
せ
る
貨
物
の
輸

　
送
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化

　
に
関
す
る
荷
主
の
判
断
の
基
準
を
定
め
た

　
件
（
経
済
産
業
・
国
土
交
通
四
）

0
都
市
再
開
発
法
の
規
定
に
よ
り
施
行
規
程

　
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

　
　
（
国
土
交
通
四
一
四
）

0
道
路
に
関
す
る
件

　
　
（
東
北
地
方
整
備
局
七
三
）

0
都
市
計
画
に
関
す
る
件

　
　
（
関
東
地
方
整
備
局
一
六
〇
～
一
八
四
）

O
道
路
に
関
す
る
件
（
同
一
八
五
）

0
道
路
に
関
す
る
件

　
　
（
北
陸
地
方
整
備
局
五
四
、
五
五
）

0
都
市
計
画
に
関
す
る
件

　
　
（
中
部
地
方
整
備
局
五
六
、
五
七
）

O
都
市
計
画
に
関
す
る
件

　
　
（
近
畿
地
方
整
備
局
五
九
～
六
四
）

一
高

一
芸

一
著

一
荒

一
発

五
］
圭

一九

O九九六四
一九ｵ

0
道
路
に
関
す
る
件

　
（
中
国
地
方
整
備
局
二
八
）

0
都
市
計
画
に
関
す
る
件

　
（
四
国
地
方
整
備
局
一
四
～
一
七
）

O
道
路
に
関
す
る
件

　
（
九
州
地
方
整
備
局
八
O
、
八
一
）

0
都
市
計
画
に
関
す
る
件
（
同
八
二
～
八
四
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁

　
建
設
業
の
営
業
の
停
止
命
令
関
係

裁
判
所

　
破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

　
平
成
十
七
事
業
年
度
財
務
諸
表
等
（
日
本

　
道
路
公
団
・
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
・

　
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
・
本
州
四
国
連

　
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
）
、
西
日
本
高
速

　
道
路
株
式
会
社
料
金
の
額
及
び
徴
収
期
間

　
の
変
更
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
工
事

　
完
了
、
企
業
年
金
基
金
設
立
関
係

地
方
公
共
団
体

　
行
旅
死
亡
人
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

天
七

究
八

究
八一

究

二七

O
三
〇
一

三〇三
〇
七
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改
正
省
令
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
省
令
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
率

0
・
九
〇
〇
三
三

改
正
省
令
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
省
令
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
平
成
十
八
年
度
後
期
概
算
補
正
係
数

τ
0
0
五
〇
五

敏
無
論
響
鐸
殿
癩
簾
賜
鳶
駿
鷲
騨
魏
譜
第
＋

一二

Z
九
、
六
三
八
円

改
正
省
令
附
則
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
省
令
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
率

一
・
二
二
二
四

改
正
省
令
附
則
第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
平
成
十
八
年
度
一
人
当
た
り
業
務
運
営
費

十
三
円
七
十
銭

国
民
健
康
保
険
を
行
う
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
．
以
下
同
じ
。
）
及
び
国
民
健
康
保
険
組
合
に
係
る
も
の

百
十
一
円
六
十
銭

百
十
四
円
二
十
銭

五
十
七
円
二
十
銭

改
正
省
令
附
則
第
五
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
率

0
駒
九
三
三
六
三

薬
局
に
係
る
も
の
（
基
金
審
査
委
員
会
又
は
国
保
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
申
出
を
行
わ
な
い
場
合
に
限
る
。
）

一
・
〇
一
五
一
二

改
正
省
令
附
則
第
五
十
一
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
率

O
・
九
三
五
九
五

薬
局
に
係
る
も
の
（
基
金
審
査
委
員
会
又
は
国
保
審
査
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
申
出
を
行
わ
な
い
場
合
に
限
る
．
）

丁
0
0
三
七
四

雛
慰
巌
難
難
離
職
叢
る
の
臨
雛
駈
拡
雛
鵬
煉
獄
錬

る
前
期
確
定
負
担
調
整
加
算
率

平
成
十
六
年
度
に
係
る
鍵
簾
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
九
条

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
附
則
第
十
七
条
第
八
項
に
規
定
す

る
後
期
確
定
負
担
調
整
加
算
率

雛
獄
権
謀
蓊
欝
離
護
る
の
監
膿
短
骨
雑
鶴
製
骸
蘇

る
前
期
概
算
負
担
調
整
加
算
率

○
・
0
0
0
九
二
二
〇
三

八
〇
五
七
三

0
・
0
0
0
八
四
〇
七
四

八
九
五
五
七

O
・
0
0
0
一
二
〇
二
六
［
一

←一

Z
七
八
六

　
平
成
十
八
年
度
に
係
る
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
十
八
条

　
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
附
則
第
十
六
条
第
九
項
に
規
定
す

　
る
後
期
概
算
負
担
調
整
加
算
率

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
六
号

　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
に
基
づ
き
、

患
者
に
つ
い
て
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
を
算
定
で
き
る
場
合
を
次
の
よ
う
に
定
め
、

用
し
、

生
省
告
示
第
百
七
十
二
号
）

る
場
合
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
百
七
十
六
号
）
は
、
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一

同
日
以
前
の
日
に
行
わ
れ
た
療
養
の
費
用
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、

　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
九
日

0
・
0
0
0
0
七
四
六
九

五
四
六
五
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
要
介
護
被
保
険
音
等
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
人
年
四
月
一
日
か
ら
適

　
　
要
介
護
被
保
険
者
等
で
あ
る
患
者
に
つ
い
て
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
を
算
定
で
き
る
場
合
（
平
成
十
二
年
厚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
要
介
護
被
保
険
者
等
で
あ
る
患
者
に
つ
い
て
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
を
算
定
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
限
り
廃
止
す
る
．
た
だ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

　
　
　
要
介
護
被
保
険
者
等
で
あ
る
患
者
に
つ
い
て
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
を
算
定
で
き
る
場
合

　
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
第
六
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
患
者

の
区
分
に
従
い
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
掲
げ
る
療
養
を
行
っ
た
場
合
と
す
る
。
た
だ
し
、

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
掲
げ
る
療
養
に
要
す
る
費
用
を
算
定
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
衷
の
下
欄
に
規
定
す
る
算
定
方
法
に
よ
る
．

別
表
第
一

患
　
者
　
の
　
区
　
分

託罐皐蔽3婚款師飛工騨葦弄
う（う＿五祉老’差分条う介護法短足以に護
ご以」以項施人同型鍍第」護予第期す外r被
　下に下に設福条介老二を予防八入るの患保
　r入r規一祉第護人十受防短灸所短患者険
　入所介定と施二老福項け短期の療期者一考

竪婁㌢聲茜離籍契謡葬総論
　以い人介」以項祉設定る所療十護療第うあ
　外る保護又下に施（す患療養項一義八」る
　の患優者は＿規墾以る者養分にと介条Φ患
　患者施人同介定　下地及介護競い護第フ者
　者を設保条謫すとr城び護（定う（十ち〔
　一際一健第老るい地密法一以す」以項入以

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
掲
げ
る
療
養

別
表
第
一
第
1
章
第
1
部
並
び
に
第
2
章
第
1
部
（
区
分
B
O
O
l

灘
議
翼
騒
叢
喋
護
騨
濡
袈
腔
講
錦
晦

時
共
同
指
導
料
2
、
B
O
O
7
に
掲
げ
る
退
院
前
訪
問
指
導
料
及
び

B
O
O
8
に
掲
げ
る
薬
剤
管
理
指
導
料
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

2
部
（
区
分
C
O
O
6
に
掲
げ
る
在
宅
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

指
導
管
理
料
、
C
O
O
8
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
訪
問
栗
剤
管
理
指
導

料
及
び
C
O
O
9
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
訪
問
栄
養
食
事
指
導
料
に
係

る
部
分
を
除
く
．
）
、
第
3
部
か
ら
第
7
部
ま
で
、
第
8
部
（
区
分
】

0
0
5
に
掲
げ
る
入
院
集
団
精
神
療
法
、
1
0
0
8
に
掲
げ
る
入
院

生
活
技
能
訓
練
療
法
、
】
O
ユ
ー
に
掲
げ
る
精
神
科
退
院
指
導
料
及

び
1
0
ユ
ー
1
2
に
掲
げ
る
精
神
科
退
院
前
訪
問
指
導
料
に
係
る
部

分
を
除
く
。
）
及
び
第
9
部
か
ら
第
皿
部
ま
で
、
別
表
第
二
（
区
分
C

翻
謙
勝
聡
灘
鶏
朧
講
廃
翻
膿
銭
厨
離

口
腔
指
導
管
理
料
に
係
る
部
分
を
除
く
．
）
並
び
に
別
表
第
三
（
区
分

鍵
露
盤
無
難
嚢
へ
羅
幾
料
に
係
る
部
分
を
除
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法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
法
第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す

る
療
養
病
床
等
（
療
養
病
床
の
う
ち
そ

の
一
部
に
つ
い
て
専
ら
要
介
護
者
を
入

院
さ
せ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
専

ら
要
介
護
者
を
入
院
さ
せ
る
部
分
に
限

る
。
以
下
「
介
護
療
養
病
床
等
」
と
い

う
。
）
以
外
の
病
床
に
入
院
し
て
い
る
患

者
（
短
期
入
所
療
養
介
護
又
は
介
護
予

防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
受
け
て
い
る

患
者
を
除
く
。
）

介
護
療
養
病
床
等
（
老
人
性
認
知
症
疾

患
療
養
病
棟
の
病
床
を
除
く
。
）
に
入
院

し
て
い
る
患
者
及
び
短
期
入
所
療
養
介

護
（
法
弟
八
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す

蕨
轍
嫉
離
離
潔
撒
縫
飢

病
床
（
以
下
「
療
養
室
等
」
と
い
う
。
）

又
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）

附
則
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
令
第
百
四
十

四
条
に
規
定
す
る
基
準
適
合
診
療
所
に

係
る
病
床
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
介
頷
予
防
短

期
入
所
療
養
介
護
（
療
養
室
等
ヌ
は
指

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人

員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の

鶴
甥
驕
接
雛
鋤
簾
響

第
三
十
五
号
）
附
則
第
五
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

同
令
弟
百
八
十
九
条
に
規
定
す
る
基
準

適
合
診
療
所
に
係
る
病
床
に
お
い
て
行

わ
れ
る
も
の
を
除
く
．
以
下
同
じ
．
）
を

受
け
て
い
る
患
者

介
護
療
養
病
床
等
（
老
人
性
認
知
症
疾

患
療
養
病
棟
の
病
床
に
限
る
。
｝
に
入
院

し
て
い
る
患
者
及
び
老
人
性
認
知
症
疾

患
療
養
病
棟
の
病
床
に
お
い
て
短
期
入

所
療
養
介
護
ヌ
は
介
護
予
防
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
て
い
る
患
者

別
表
第
一
第
1
章
第
2
部
（
区
分
A
3
1
6
に
掲
げ
る
診
療
所
老
人

医
療
管
理
料
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
2
章
（
第
2
部
を
除

く
。
）
並
び
に
別
表
第
二
に
よ
る
点
数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

別
表
第
一
第
2
章
第
1
部
（
区
分
B
O
O
1
の
N
に
掲
げ
る
入
院
栄

養
食
事
指
導
料
、
B
O
O
7
に
掲
げ
る
退
院
前
訪
問
指
導
料
、
B
O

O
8
に
掲
げ
る
薬
剤
管
理
指
導
料
及
び
B
O
O
9
に
掲
げ
る
診
療
情

報
提
供
耕
田
（
注
1
、
注
3
及
び
注
4
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。
）
に

購
霧
雅
×
鴎
饒
脇
レ
鷺
鼎
羅
離
郷
離
離

撮
影
及
び
E
O
O
2
に
掲
げ
る
撮
影
の
う
ち
単
純
撮
影
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
、
第
6
部
第
2
節
（
人
工
腎
臓
又
は
腹
膜
潅
流
を
受
け
て

脚
稔
謹
聴
艦
猫
難
雛
騒
箆
騒
騒
葡
辮

練
及
び
H
O
O
6
に
掲
げ
る
難
病
患
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
8
部
（
区
分
1
0
0
7
に
掲
げ
る
精
神
科

作
業
療
法
、
1
0
1
1
に
掲
げ
る
精
神
科
退
院
指
導
料
及
び
1
0
1

1
！
2
に
掲
げ
る
精
神
科
退
院
前
訪
問
指
導
料
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
、
第
9
部
（
基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
九
十
三
号
）
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
処
置
に
係

る
部
分
を
除
く
．
）
及
び
第
N
部
か
ら
第
1
2
部
ま
で
の
規
定
に
よ
る
点

数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養
（
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十

一
号
）
別
表
第
一
3
イ
の
注
8
又
は
ロ
の
注
8
に
規
定
す
る
所
定
単

位
数
を
算
定
し
た
日
に
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
、
別
表
第
一
第
1

章
第
1
部
及
び
第
2
部
第
4
節
（
短
期
滞
在
手
術
基
本
料
2
を
除

く
。
）
並
び
に
第
2
章
第
3
部
、
第
4
部
、
第
5
部
〔
専
門
的
な
診
療

に
特
有
な
薬
剤
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
6
部
〔
専
門
的
な
診
療

に
特
有
な
薬
剤
に
係
る
も
の
に
限
る
」
及
び
第
8
部
か
ら
第
1
2
部
ま

で
の
規
定
に
よ
る
点
数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養
（
指
定
施
設
サ
ー

ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
第
一
3
イ

の
注
8
又
は
ロ
の
注
8
に
規
定
す
る
所
定
単
位
数
を
算
定
し
た
日
に

了
わ
れ
た
も
の
こ
限
る
。
）
並
び
に
別
表
第
二
に
よ
る
点
数
が
算
定
さ

溜
る
べ
き
療
養
一

並現用数るる第2日第施分びる惜別
び定のがもも3部に一設を1精置表
にす額算のの部第行3サ除0神人第
別るの定にに’4わハ1く1科院一
表所算さ限限第節韻コビ」1作診第
第定定れるる4＿た及スの1業療1
二単にるJJ部短もび等規2療加章
に位関べ及”期の121に定に法算第
よ数すきび第第滞をの要に掲’及2
るをる療第65在除注すよげ1び部
点鼻基養8部部手く4るるる0第第
数定準（部（＿術」に費点精122
がし別指か専専基’規用数神1章節
算た表定ら門門本別定のが科に第区
定日第施策的的料表す額算退掲8分
さに一設12なな2第るの定院げ部A
れ行3サ部診診を一所算さ前る＾2
るわハ1ま療療除第定定れ訪精区2
べれ111ビでににく1単にる問神分7
きた及スの特待」章位関べ指科1に
療もび等規有有並第徴すき導退0掲
養の121に定ななび1をる療料院0げ
　にの要に薬薬に部算基養に指7る
　限注すよ剤剤第及定準（係導に精
　る4るるにに2びし別指る料掲神
　ごに費点係係章第た表定部及げ科

別
表
第
↑
（
別
に
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
を
除
く
．
）
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
区
分
1
5
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
料
に
よ
る
点
数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

（
備
考
）
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
を
い
う
。

別
表
第
二

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
掲
げ
る
療
養

別
表
第
一
第
2
章
第
1
部
区
分
B
O
O

9
に
掲
げ
る
診
療
情
報
提
供
料
m
（
注

2
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
が
算
定
さ
れ

る
べ
き
療
養

別
表
第
一
第
2
章
第
ユ
部
区
分
B
O
O

9
に
掲
げ
る
診
療
情
報
提
供
料
m
（
注

3
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
が
算
定
さ
れ

る
べ
き
療
養

別
表
第
↑
第
2
章
第
2
部
第
1
節
区
分

C
O
O
1
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
訪
問
診

療
料
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
黄

別
表
第
］
第
2
章
第
2
部
第
1
節
区
分

C
O
O
2
に
掲
げ
る
在
宅
時
医
学
総
合

管
理
料
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

別
表
第
一
第
2
章
第
2
部
第
1
節
区
分

鶴
辮
繰
籍
樋
擁
霧
難
総

算

定

方

法

入
院
中
以
外
の
患
者
に
つ
い
て
は
、
同
一
月
に
お
い
て
、
法
第
人
条

第
六
項
に
規
定
す
る
居
宅
療
養
管
理
指
導
（
以
下
「
居
宅
療
養
管
理

指
導
」
と
い
う
．
）
又
は
法
第
八
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
介
護
予

防
居
宅
療
養
管
理
指
導
（
以
下
「
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
㎞

と
い
う
。
）
（
医
師
が
行
う
場
合
に
限
る
。
）
を
行
い
、
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚

生
省
告
示
箪
十
九
号
）
別
表
の
5
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
（
以
下

「
居
宅
療
桑
管
理
指
導
費
」
と
い
う
。
）
又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
の
5
の
介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導
費
〔
以
下
「
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
」
を
い
う
．
）

を
算
定
し
た
場
合
に
は
、
算
定
で
き
ず
、
介
護
療
養
病
床
等
（
老
人

性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
の
病
床
を
除
く
。
）
に
お
い
て
短
期
入
所
療

養
介
鐘
又
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
受
け
て
い
る
場
合
に

は
、
算
定
で
き
る
。

同
一
月
に
お
い
て
、
法
第
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
居
宅
療
養
管
理

指
導
（
以
下
「
居
宅
療
養
管
理
指
導
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
八
条
の

二
第
六
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
（
以
下
「
介

護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
」
と
い
う
。
）
（
医
師
が
行
う
場
合
に
限

艶
硫
蔀
灘
裾
詩
馴
纂
獣
酵
櫨
朋
鵜
潔
聚

居
宅
療
養
管
理
指
導
費
（
以
下
「
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
」
と
い
う
。
）

又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す

る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
の

5
の
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
（
以
下
「
介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導
費
」
を
い
う
。
）
を
算
定
し
た
場
合
に
は
、
算
定
で
き
な

い
。法

第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
又
は
法
第
八
条
第
十
九

項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
に
入
居
し
て
い
る
患
者
（
以

下
「
特
定
施
設
入
居
者
」
と
い
う
。
｝
に
つ
い
て
は
、
在
宅
療
養
支
援

診
療
所
〔
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
規
定
す
る
在
宅
療
養
支
援
診
療

所
を
い
う
。
以
下
同
じ
．
）
の
保
険
医
が
、
末
期
の
悪
性
腫
癌
で
あ
る

患
者
に
実
施
す
る
場
合
に
限
り
、
算
定
で
き
る
．

特
定
施
設
入
居
者
に
つ
い
て
は
、
在
宅
療
養
支
援
診
療
所
の
保
険
医

が
、
末
期
の
悪
性
腫
瘍
で
あ
る
患
者
に
実
施
す
る
場
合
に
限
り
、
算

定
で
き
る
。

特
定
施
設
入
居
者
に
つ
い
て
は
、
算
定
で
き
な
い
。
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護C別
・0表
指0第
導5一
料に第

が掲2
算げ章
走る第
さ在2
れ宅部
る患第

べ者1
き訪節

療問区
養看分

別
表
第
一
第
2
章
第
8
部
第
1
節
区
分

1
0
0
5
に
掲
げ
る
入
院
集
団
精
神
療

法
及
び
1
0
0
8
に
掲
げ
る
入
院
生
活

技
能
訓
練
療
法
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療

養料1別　きげげ疾理B　O別　養デ1別
が1表　療るる思料0に表　　イ0表
算2第袈場診療’0掲第　・1策
定に二　　合療養B1げニ　　ケ5一
さ掲第　　に情管0にる第　　アに第
れげ2　　限報理0掲歯2　　琶掲2
るる章　　る提料2げ科章　　がげ章
べ歯第　　」供及にる口第　　算る第
き科1　　が料び掲歯腔1　　定重8
療衛部　　算II｝Bげ周衛部　　さ度部
養生区　　定〔0る疾生区　　れ認第
　案分　　さ注0歯患指分　　る知1
　地B　　れ29科指導B　　べ症節
　指0　　るにに特導料0　　き患区
　導0　　べ掲揚定管’0　　療者分

別
表
第
二
第
2
章
第
2
部
区
分
C
O
O

3
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理

指
導
料
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

　
別
表
第
三
第
2
節
各
区
分
（
区
分
拓
に

鱒
難
詫
購
驕
講
雛
欝

　
理
料
、
薬
剤
情
報
提
供
料
、
長
期
投
薬

　
情
報
提
供
料
、
後
発
医
薬
品
情
報
提
供

　
料
、
調
剤
情
報
提
供
料
及
び
服
薬
情
報

　
提
供
料
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

　
別
表
第
三
の
区
分
1
5
に
掲
げ
る
在
宅
患

　
者
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
料
が
算
定
さ
れ

　
る
べ
き
療
養

　
　
（
備
考
）

　
　
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と
は
、

0
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
四
十
四
号

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九

艶
陽
）
繭
臨
謙
鍵
霧
藤
鑛
鋸
誌
離
讐
鵬

合
に
限
ワ
、
算
定
で
き
る
。

攣
如
謎
羅
訪
譲
悪
罵
蝸
讐
禮
聾
騒
醜
饗

15

ﾉ
掲
げ
る
精
神
科
作
業
療
法
又
は
篤
に
掲
げ
る
認
知
症
老
人
入
院

精
神
療
法
を
行
い
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算

疑
響
難
碑
艘
の
の
狸
翻
罐
叢
罫
蕪
鞭
鮮

㎝
の
特
定
診
療
費
又
は
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
9
二
僑
の
特
定
診
療
費
を
算
定
し
た

場
合
に
は
、
算
定
で
き
な
い
。

法
第
八
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
又

は
法
第
八
条
の
二
第
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
予
訪
認
知
症
対
茜
裡

共
同
生
活
介
護
を
受
け
て
い
る
患
者
に
つ
い
て
は
算
定
で
き
な
レ

入
院
中
以
外
の
患
者
に
つ
い
て
は
、
同
↑
月
に
お
い
て
、
居
宅
療
養

管
理
指
導
又
は
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
（
當
科
医
師
が
行
う

場
合
に
限
る
。
）
を
行
い
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
又
は
介
護
予
筋
居

宅
療
養
管
理
指
導
費
を
算
定
し
た
場
合
に
は
、
算
定
で
き
な
い

に理管同　険期（特　防行管入
つ指理一　医の以定　居っ理院
い導指月　の悪下施　宅場指中
て費導に　脂性＿設　療合導以
は又（お　示腫介入　養に又外
’は薬い　に瘍護居　管阻はの

算介剤て　基で老者　理為介患
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処性設
方腫入
に瘍展
墓で者
づあ又
きるは
実患介
施者讃
しに着

た対人
易し裾
合’祉
に在施
限宅殺
り庶人
’農所

算支者
定援で
で診あ
き療つ
る所で

　。の’

　保末

介
護
保
険
法
を
い
う
．

　
独
立
行
政
法
人
農
桑
者
年
金
基
金
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
第
二
ロ

第
二
項
並
び
に
第
四
条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
五
百
二
十
七
号

〔
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
施
行
令
第
一
条
第
二
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
予
定
利
率
等
を
定
め
る
件
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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老老発第0428001号

保医発第0428001号

平成18年4，月28日

地方社会保険事務局長
都道府県民生主管部（局）

　　国民健康保険課（部）長

都道府県老人医療主管部（局

　　老人医療主管課（部）長

殿

厚生労働省老健局老人保健課長

厚生労働省保険局医療課長

医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び

医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について

　診療報酬の算定方法（平成18年厚生労働省告示第92号。以下r診療報酬点数表」

という。）については、本年3月6日に公布され、また平成12年2月10日に公布さ

れた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年2月厚生省告

示第19号）及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準（平成12

年2月厚生省告示第21号）に加え、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定

に関する基準（平成18年厚生労働省告示第126号）、指定介護予防サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127号）及び指定地域

密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省

告示第128号）が、本年3月14日に公布されたところであり、本年4月1日以降の

医療保険の診療報酬及び介護保険の介護報酬については、それぞれ上記基準に基づき算

定されることとなる。

　一方で、健康保険法及び老人保健法において、同一の疾病又は傷害について、介護保

険法の規定により給付を受けることができる場合については、医療保険からの給付は行



わない旨が規定されているところであるが、両保険の給付の調整に関するものとして、

厚生労働大臣が定める療養（平成18年厚生労働省告示第142号）及び要介護被保険

者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合（平成18年厚生労働

省告示第176号。以下r介護調整告示」という。）が公布されたところである。

　これら両保険の給付の調整に関する留意事項及び両保険において相互に関連する事項

等については、平成18年4月1日より、上記告示によるもののほか下記によることと

するので、遺憾のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。

　なお、r医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の

相互に関連する事項等について』（平成12年3月31日保険発第55号・老企第56

号、老健第80号）は平成18年3月31日限り廃止する。

記

第1　厚生労働大臣が定める療養告示について

1　第1号関係について
　（1）　介護保険適用病床に入院している要介護者である患者が、急性増悪等により密

　度の高い医療行為が必要となった場合については、当該患者を医療保険適用病床

　　に転床させて療養を行うことが原則であるが、患者の状態、当該病院又は診療所

　　の病床の空き状況等により、患者を転床させず、当該介護保険適用病床において

　緊急に医療行為を行う必要のあることが想定され、このような場合については、

　　当該病床において療養の給付又は医療が行われることは可能であり、この場合の

　　当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うものであるこ

　　と。

　（2）　介護保険から給付される部分に相当する療養については、医療保険からの給付

　　は行わないものであること。

2　第2号関係について
　（1）　療養病棟に該当する病棟が一つである病院又は診療所において、介護保険適用

　　の指定を受けることにより要介護者以外の患者等に対する対応が困難になること

　　を避けるため、当該病院又は診療所において、あらかじめ2つの病室（各病室の

　病床数が4を超える場合については4病床を上限とする。）を定め、当該病室に

　　ついて都道府県知事に届け出た場合は、当該病室において行った療養に係る給付

　　は、医療保険から行うものとすること。

　（2）　当該届出については、別紙様式1から10までに従い、医療保険からの給付を

　　行う場合の入院基本料の区分のほか、夜間勤務等の体制、療養環境等について記

　　載するものであること。入院基本料の区分については、原則として・介護保険適

　　用病床における療養型介護療養施設サービス費又は診療所型介護療養施設サービ

　　ス費の算定に係る看護師等の配置基準と同一のものに相当する入院基本料を届け

　　出るものであること。



（3）　老人医療受給対象者以外を入院させることが想定される場合は、地方社会保険

　事務局長にもあわせて当該病室に係る届出を行う必要があること。

3　第3号関係について
　　介護保険適用病床に入院している患者に対し歯科療養を行った場合についての当

該療養に係る給付については医療保険から行うものであること。

第2　介護調整告示について

　要介護被保険者等である患者に対し算定できる診療報酬点数表に掲げる療養につい

ては、介護調整告示によるものとし、別紙を参照のこと。

第3　医療保険適用及び介護保険適用の病床を有する保険医療機関に係る留意事項につ

　　いて

1　施設基準関係
　（1）　1保険医療機関における介護保険適用の療養病床（以下r介護療養病床」とい

　　う。）と医療保険適用の療養病床（以下r医療療養病床』という。）で別の看護師

　等の配置基準を採用できること。

　（2）　1病棟を医療療養病床と介護療養病床に分ける場合については、各保険適用の

　病床ごとに、1病棟すべてを当該保険の適用病床とみなした場合に満たすことの

　　できる看護師等の配置基準に係る入院基本料等（医療療養病床の場合は療養病棟

　入院基本料、介護療養病床の場合は療養型介護療養施設サービス費等）を採用す

　　るものとすること。このため、1病棟内における医療療養病床と介護療養病床と

　　で、届け出る看護師等の配置基準が異なることがあり得るものであること。

　　　ただし、平成15年3月31日時点で療養病棟入院基本料3から7までのいず

　　れかを算定している病棟については、当該保険医療機関において特別の事情があ

　　る場合で、平成15年4月16日までに、その旨を地方社会保険事務局長に届け

　　出ている場合には、平成18年6月30日までの間は、医療療養病床及び介護療

　　養病床各々において満たすことのできる看護師等の配置基準に係る入院基本料等

　　を採用することができる。

　（3）夜間勤務等の体制については、病棟ごとに届出を行うことが可能であるが、1

　　病棟を医療療養病床と介護療養病床とに分ける場合には、各保険適用の病床ごと

　　に、1病棟すべてを当該保険の適用病床とみなした場合に満たすことのできる夜

　　間勤務等の体制を採用するものとすること。

　（4）　1病棟に一般病床と療養病床が混在する病棟について、当該療養病床の一部を

　　介護保険適用とした場合は、医療保険適用病床部分については・経過措置として・

　　平成18年9月30日まで複合病棟に関する基準等（平成12年厚生省告示第7



0号）に定めるところにより算定するものであり、また、療養病床のすべてを介

護保険適用とした場合は、一般病床部分については、当該病棟すべてを一般病床

とみなして配置基準を満たすことのできる一般病棟入院基本料を算定できるもの

とすること。一方、これらのいずれの場合においても、介護保険適用病床につい

ては、療養型介護療養施設サービス費（皿）を算定するものとすること。

2　入院期間、平均在院日数の考え方について

　（1）　介護保険適用病床に入院している患者が、急性増悪等により一般病棟での医療

　が必要となり、同病棟に転棟した場合は、転棟後30目までの間は、新規入院患

　者と同様に取り扱うこと。

　（2）　（1）以外の場合についての入院期間の考え方については、介護保険適用の病床

　　に入院している期間についても、医療保険適用病床に入院している場合と同様に

　取り扱うものであること。

　（3）　平均在院日数の考え方については、（1）及び（2）と同様であること。

3　介護保険適用病床に入院中に医療保険からの給付を受けた場合の取扱いについて

　（1）　介護保険適用病床において、緊急その他の場合において医療又は療養の給付を

　受けた場合において、当該医療保険における請求については・r入院外』のレセプ

　　トを使用すること。

　（2）　この場合において、医療保険における患者の一部負担の取扱いについても通常

　の外来に要する費用負担によるものであること。

4　医療保険の診療項目と介護保険の特定診療費の算定における留意事項

　（1）　医療保険適用病床から介護保険適用病床へ転床した場合、当該転床した月にお

　いては、特定診療費として定められた初期入院診療管理は算定できないものであ

　　ること。ただし、当該医療保険適用病床と介護保険適用病床における入院期間が

　通算して6月以内の場合であって、当該介護保険適用病床に転床した患者の病状

　　の変化等により、診療方針に重要な変更があり、入院診療計画を見直す必要が生

　　じた場合においては、この限りでない。

　（2）　医療保険適用病床から介護保険適用病床に転床した場合・当該転床した週にお

　　いて、医療保険の薬剤管理指導料を算定している場合には、特定診療費として定

　　められた薬剤管理指導は算定できないものであること。また、介護保険適用病床

　　から医療保険適用病床に転床した場合についても同様であること。

　（3）　特定診療費として定められた理学療法、作業療法及び精神科作業療法を行う施

　　設については、医療保険の疾患別リハビリテーション及び精神科作業療法を行う

　　施設と同一の場合及ぴこれらと共用する場合も認められるものとすること・ただ

　　し、共用する場合にあっては、施設基準及び人員配置基準等について、特定診療

　　費及び医療保険のそれぞれにおいて定められた施設基準の両方を同時に満たす必

　　要があること。



5　介護療養型医療施設に入院中の患者の医療保険における他医療機関への受診につ

　いて

　（1）　介護療養型医療施設に入院中の患者が、当該入院の原因となった傷病以外の傷

　病に罹患し、当該介護療養型医療施設以外での診療の必要が生じた場合は、他医

　療機関へ転医又は対診を求めることを原則とする。

　（2）　介護療養施設サービス費を算定している患者について、当該介護療養施設サー

　　ビス費に含まれる診療を他医療機関で行った場合には、当該他医療機関は当該費

　用を算定できない。

　（3）　（2）にかかわらず、介護療養施設サービス費を算定する患者に対し眼科等の専

　　門的な診療が必要となった場合（当該介護療養型医療施設に当該診療に係る診療

　科がない場合に限る。）であって、当該患者に対し当該診療が行われた場合（当該

　診療に係る専門的な診療科を標榜する他医療機関（特別の関係にあるものを除く・）

　　において、次に掲げる診療行為を含む診療行為が行われた場合に限る。）は、当該

　　患者について算定する介護療養施設サービス費に含まれる診療が当該他医療機関

　　において行われた診療に含まれる場合に限り、当該他医療機関において・当該診

　療に係る費用を算定できる。ただし、短期滞在手術基本料2、医学管理等・在宅

　　医療、投薬、注射及びリハビリテーションに係る費用（当該専門的な診療科に特

　　有な薬剤を用いた投薬又は注射に係る費用を除く。）は算定できない。
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（4）　他医療機関は、（3）のアからケまでに規定する診療を行った場合には・当該患

　　者の入院している介護療養型医療施設から提供される当該患者に係る診療情報

　　に係る文書を診療録に添付するとともに、診療報酬明細書の摘要欄に、r当該受

　　診に係る診療科」及び＠⑱受診日数：○日）」と記載する。

第4　医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービスに関する留意事

　　項

1　同一日算定について

　診療報酬点数表の別表第一第2章第2部（在宅医療）に掲げる療養に係る同一目

算定に関する考え方については、介護保険の指定居宅サービスは対象とするもので

　はないこと。



2　月の途中で要介護者被保険者等となる場合等の留意事項について

　　要介護被保険者等となった日から、同一の傷害又は疾病等についての給付が医療

保険から介護保険へ変更されることとなるが、この場合において、1月あたりの算

定回数に制限がある場合（医療保険における訪問歯科衛生指導と介護保険における

歯科衛生士が行う居宅療養管理指導の場合の月4回など）については・同一保険医

療機関において、両方の保険からの給付を合算した回数で制限回数を考慮するもの

　であること。

3　訪問診療に関する留意事項について

　（1）　特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の受給者につ

　いては、末期の悪性腫瘍である場合であって、在宅療養支援診療所の保険医が行

　　う場合に限り、在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算を算定できるものであ

　　ること。

　（2）　有料老人ホーム等（特定施設入居者生活介護以外の受給者の入居施設）及びグ

　ループホーム（認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介

　護の受給者の入居施設）の入所者に対して、保険医が療養計画に基づき定期的に

　訪問診療を行う場合であっても、その入所施設と特別の関係にある保険医療機関

　　の保険医が行うものについては、在宅時医学総合管理料及び在宅末期医療総合診

　療料は算定できない。

4．訪問看護に関する留意事項について

　　　介護保険における訪問看護ステーションからの訪問看護を受けている者の急性

　　増悪等により、特別指示書に係る指定訪問看護を受ける場合の給付は、医療保険

　　から行われるものであるが、この場合において、訪問看護管理療養費の加算であ

　　る24時間連絡体制加算及び重症者管理加算並びに訪問看護情報提供療養費につ

　　いては、算定できないものであること。ただし、介護保険の訪問看護において緊

　　急時訪問看護加算を算定していない場合における24時間連絡体制加算について

　　は、この限りでないこと。

5．リハビリテーションに関する留意事項について

　　要介護被保険者等である患者であって、特定施設入居者生活介護又は地域密着

　型特定施設入居者生活介護の受給者及びグループホーム（認知症対応型共同生活

　介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施設）の入所者以外

　　のものに対して行うリハビリテーションについては、介護保険における指定通所

　介護又は通所リハビリテーションを行った日以外の日に限り、医療保険に疾患別

　　リハビリテーション料を算定できるものであること。

6　重度認知症患者デイ・ケア等に関する留意事項について

　（1）　医療保険における重度認知症患者デイ・ケア、精神科ショート・ケア又は精神

　科デイ・ケア（以下r重度認知症患者デイ・ケア等」という。）を算定している



　患者に対しては、当該重度認知症患者デイ・ケア等を、同一の環境において反復

継続して行うことが望ましいため、患者が要介護被保険者等である場合であって

　も、重度認知症患者デイ・ケア等を行っている期間内においては・介護保険にお

　ける通所リハビリテーション費を算定できないものであること。

（2）　要介護被保険者等である患者であって、特定施設入居者生活介護又は地域密着

　型特定施設入居者生活介護の受給者及びグループホーム（認知症対応型共同生活

　介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施設）の入所者以外

　のものに対して行う重度認知症患者デイ・ケア等については、介護保険における

　指定通所介護又は通所リハビリテーションを行った日以外の日に限り、医療保険

　における重度認知症患者デイ・ケア等を算定できるものであること。

（3）　グループホーム（認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生

　活介護の受給者の入居施設）入所者については、医療保険の重度認知症患者デイ

　・ケアは算定できないものであること。ただし、認知症である老人の日常生活自

　立度判定基準がランクMに該当する者については、介護保険からの給付が行われ

　ないことからこの限りではないこと。
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　　　　、

n　　　　　　　　　x x

診療精確擾嫉料1の
o注”

o x o
x　　　　　　　　　　　　　　　置 寓

診襟情鰍拠供料（1｝
i注2）

　　　　　　　　　　　　　　　o
k旧宅●畳，理鵜尋畳又は介護予防眉毛壺畳暫遭階尋壷が算窯されている嬬合を除くρ

冨 o

　　　　　　　・‘
@　　o

o鵬翻哺におiいて悔厭翫触想＝　　軸又は介蟄予防亘踊人斬1

V想銀1ナているi
@，創撮るt｝　‘

昆

匹
学
管
量
等 診療精細提供料〔b

ｭ庄3｝

　　　　　　　　　　　　　　　o
X宅轟聾菅躍階耳糞又は介置ラ訪日幸直聾，璋歯構黄が算定書hている場合書臨く・レ

x o
x　　　　　　　　　　　　　　　属 冨

特
掲 診療情報鰹供料｛し〕

o注⇔
o o　　　　　　　　　寓

@　　　ヂ

o 属　　　　　　　　　　　　　　　剛

@　　　明

異

診療請耀提供軒〔b
k注5｝

o x o O　　　　　　　　　x x

診療精帷提憐料｛1〕
i注6）

o x o o　　　　　　　　　翼

@　　　’

属

診療精耀提供軒くm
o O　　　　　　　　　x

o o　　　　　　　　　畳 翼

上記以外
o x o o　　　　　　　　　寓 属

性診料
o O　　　　　　　　　x 属 属 犀

在
宅
征
黛

症宅患者訪澗診療料及び
^ーミナルケγ加算旧■■嘱寓■”■階。■創

　　　　　　　　　　　　　　　　　o
潤@　　　　　　　　　　　　　　‘素韻の■惟■臨であ
@　　　　　　　　　　　　　　る血貴に障る｝

x x 属 属

　「軸別養護む人

{ーム等における
椏氓ﾌ給付（匿劇
ﾌ融振いについ

@て」を●黛
住宅息暑訪問診療料及び

^ーミナルケア加算
k上記思外〕

O　　　　　　　　　　　　　　　　　　x 翼 皿
x x



入院中以外の血看
　　　　介嵯名人燥世施設
o桓嗣人研●曇介重文1土介護予防観潮人漏壷曇

@　介尊書葺けているもの雀青①

λ眺申の息“

区　　分 撒鰍匿熊隅1撒轍蹴機関噺の鰍医轍＝　の鵬　　隅の医師

介儘療養“康等以

@　外の“1
k冠軌人斬療養介

�狽ﾍ介睦予防短
﨎l斬療養介護を
�ｯている螂脅を

@　除く〕

介嫉療曵“康等　〔む人性露釦直“恵直

{癖棟の“臨を隷G　　（虹糊入断療養
軏r又は介護予防蜆期人斬寵養介護壷
ｳけているものを含み．（鞭1｝を除く）

介頷欄養痾康等　（毛人性2佃壷喪車療
w沒奄ﾌ嶋床1こ殴る）　〔老人性露頼直

謌ﾓ療養輯棟の輯廉において盟期λ階
ﾃ薯介議又陰介虚予防短鞘大駈寵薯介
@　蹟を棄けているものを含む）

介護老人槽祉施瞭

狽ﾍ地蟻音階型介
�V人帽社施設

@㈲善ホーム）

i煙期入断生謡介

�狽ﾏ介護予防虹
﨎l斬生活介護を
ｿ1†τいるものを

@　含む｝

　　　白宅
o順期入断生活介i　　　　　　　　　　　2坦庄対応型

ｹ諭肝醜期…翻ホ＿ム　伽づホーム　齪鰍規庸人斬生活介臥煙i

介護醜薯亀趣サーピユ費i介護礁葺算融サービス

a覚しない日の囎i貞書算tした臼の場合

血脈鎖牌一ピ規i魍豊春鰍サービス壱算定しない日¢堵壷　i貞を算定し拒日O場合

在宅帥医学継合管■軸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o@　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　〔蜘鵜杜“賜雫1二”o　　　㈲別な臨の鰍椴隅で1よ齪で音i」、“一轍”脚・　　　　　　　　　　　　ない．）　　　　　　　・．脚立帽棚凱閣”恥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　暢う■膚に閣4」

属 x 昆 瓦

荘宅素掘医療継合鯵轍料
　　　　　　　　　　　　　　o
n　　　　　（情別な闇降の匿無口閣では鼻血で壱i　　　　冨

@　　　　　　　　　　　ない、｝

x 属 甚
x

在宅愚者訪問着膜・指導ｿ
　　　　　　　　　　　　　o
｡［禰の駆怪睡■聾の血書焦び車値増贔辱により一時的に撮回の跣同者置が

@　　　　　　　　心撃である車看に罹る）

x 属
x 冨

往
宅
医
血

荘宅息者訪陶畠剤管唖櫓

q韓
昇

図 x 民 寓

在宅訪同リハピリテー
Vコン指鼻管■料

冨
x x x 昆

在宅皇者訪問栄養食事揃

q料
x x x 置 圓

繁2鮪纂駄に幅げる在宅
痘{櫓導昔電軸

o x 冥 x x

特
幅

箒2廊舗2款に蝿げる荘
贒Q養揃導曽竃材料加算

o o x x x

　「韓別薯睡毒人

zーム等における
ﾚ簑の給付催療〕
ﾌ敏板いについ

@τ1を●需
櫨誉

o 　　　　　　o
嚥垂ﾌ定ぬる項日1よ算寛不可）

o 冨　　　　　　　　o 耳　　　　　　　　o

口偉診断
o o o 　　o

i単韓撮彰を障　　　　　o
@　く）

冨　　　　　　　　o

投藁
o

　　　　　　　　o
嚼bご｝室める嫡目1：尾り算実監　幅惇■■

@　畠釦：対する■‘働鄭1よ可P

o
　　　　　　　　　o
@　　　　　（専門的な尊庸にx　　　　　軸膚な篇剤に儒る

@　　　　　ものに鼠る〕

　　　　　　　　　o
@　　　　　‘耳門的な診礁に属　　　欄な藷翻こ儒る　　　　　　ものに鳳る〕

注射
o 　　　　　　　　o

e文匝の主める靖目に隅り算窒可＋　〔人工腎職

ｸの血書に封↑るエリλロポエチン陰可｝コ

o
　　　o 　　　　　　　　　o

@　　　　　〔専門的な診療に属　　　　　軸有な藁剤に廉る

@　　　　　ものに隔る）

リハピリテーシ1ン
　　　　　　　　o
賰ｦ駅、訪剛へ漸リ’嗜行旗購i　　　　　　o　　　　　　外o日は算寓可 　　　　　　o

k大臣の寛める項目は算定不可1
o

　　　o
V鰍甑」順船＝　　　貫リハピリテー伽漏にi　“i■分に職る｝ x

監度認舶症デイ・ケ7桝

　　　　　　　　o　　　　　　｛■鮒鴨：嚇。鞘：　　o介謹鼻障で睡知些置断介臥議舶リハf行懐i触朗服“鵜ンケ・：　　　　　日岨外の日1‡算室可　　　　　　　　　oもoに曙の

x o o o
輪
紳
科
耳
門
壷
注

入院亀団轄紳療憧

�ﾗ生活技憶訓融櫨盛
耳 耳

　　　o
ｦ定診●貴壷算走す

@る嶋台嵜隊G

　　　　　　　o
ﾆ寛鯵轍畳を算庭する堵合を障⇔

　　　　　　　o
i牌定診療豊を算寛する蝸合を除＜1



入院中以外の愚者
　　　　介践毛人蘇健施設
D悟網入扇轍豊介護又は介楓ラ防怪糊入断優聾

@　介腰書葦1†てL、るも。壷育む1

入院中の轟膚

皿　　分
撒轍鮒ロ鶴轍鮒鰍楼閣蝸の甑鰍肱　　の邸　　関の臣節

介護療養廟乗算堪

@　外の癖1
ﾃ欄人斬療養弁

喧狽ﾍ介賎予防煙
咩�f療養介甚を
ﾊけている息看を

@　帥（〕

介護療養痢庫等　〔毒人性犀蛸壷疾血櫨
{“槙の輯康を除く〕　〔慨期λ屠優善

譿ﾖ又は介護苧肪鱗鞘入駈寵碧介護を
�ｯているものを書再．〔※1｝を呻くコ

介護療養“ま等〔む人性紹頼症候息療
e“棟の痢輿に眠る｝　こ老人性鰺伽藍

ﾃ事療養痢棟の痢康においτ虹期人斬
f養介護又は介護予防虹期入断療養介
@　膜を畳けτいるものを含む〕

介護毛人福祉施設

狽ﾍ地域密着型介
｢毒人摺鉦施設

@（竹養ホーム）

ｭ煙期入翫生活介

�狽ﾍ介値苧防組
x入期生唐介護を
�ｯτいるものを
@　含む〕

　　　1宅
i虹期人斬生活介i　　　　　　　　　　　隠釦壷対応型

酎z鴨關…翻ホ＿ム　伽一プホーム　腿臘八顧入断坐唐介感慨i

州壷飾蹟サーピ規i介謎鰍鰍サービス6‡しな』旧O糖i貴書算重した日の噛合 介噛・薯臨蹟サービス畳i弁慶億畳島皿サービスt算童しない日の堵春i壷嵜算歯した日の堵合

精神耕作粟勲豊
o 属 o x　　　　　　　　o 属　　　　　　　　o

轄榊糾退構桁噂料 呂 丼
o 犀　　　　　　　　o x　　　　　　　　o

精
神
斜
専
門
庸
控

精神糾退眺前訪問指導料 犀 耳
o k　　　　　　　　O 冨　　　　　　　　o

上記以外
o 属 o o o　　　　　　　　o

軸
掲

姐置
o 　　　　　　o

嚼bの室める項目は算定不可）
o

　　　o
|1こ厚甥甑酬料　　　oめる梯｛融，構＝

x　　　　　　　　o

手術
o 　　　　　　o

i大臣の覚める項目は算定不可）
o o 暑　　　　　　　　o

昨酔
o 　　　　　　o

ｯこ臣の窪める項II‡算定不可）
o o 麗　　　　　　　　o

散射報治療
o o o o 翼　　　　　　　　o

訪問山科衛生揃導料
x o o o o o

荘宅虚者訪岡躍剤管理権

ｱ料
冨

o o o o

　　　　o
�xの畢性踵‘の血

ﾒに封」荘電鼎異文
h診庸断の厭離匹の櫓
fに‘づ妻寓施した唱
@　創：頗る｝

歯
科

名人訪問口腔指導管理料 呂
o o o o o

　桝目

舞闡r憲指導昔■軸
負ﾈ衛生裏地櫓導軸
侮ｲ韓定快車庫養昔■軒
G庸情雑豊供料（b　（注

　　　　　　　　　　　　　　　　o
k日実直葺，理櫓尋毫又は介陵予防旧宅喪善管遭権溝費が算定盲れている婚合を除く・）

o o o o o

上記以外
o o o o o o

雀書意“訪問薬剤昔羅揃

ｱ料
x 冨 鼠 x x

　　　　o
兼圏艪ﾌ轟憧馳■o鼻

怩P：朝し、在室壷葺重

M，直属の昂陰鼠の鍋
福ﾉ甚づ音盤駈」炬堵
@　合1＝隣る1

調
剤

蹴剤艦薬量管羅料

拠s情鰍握供料
x掴投漏精鰍提供料
�ﾔ匪跳畠精算桟横軸・■剤精耀提嫉料

��誧r�泓ｿ

　　　　　　　　　　　　　　　　o
k屠竜糧畳管理権“費又は介隅ラ訪日噸直聾管理権等質が都窪古れている畢台岳除く・）

x 貫 其 属 o

上記以外
o ユ 属

x 眞 o



入院中以外の慮者
　　　　介護毛人県包施設
k置網人面良筆介櫨又1‡介護予防伍嗣人研曲畳
@　分厘壬量1†ているもの｛青む｝

入饒中の患者

区　　分

　　　自宅
i虹期人斬坐増介i　　　　　　　　　　　紹夘血対応聖 弁膜療養晒庫等以

@　外の輯1
i皿期入m欄養介

末狽ﾍ介臨予防煙
ﾐ入断療養介護を
�ｯている意脅を

@　除く⊃

介埴療養“康等（毛人性田畑症映継療
{獅橡の獅康を酷く）　（蜆期人斬撫養

賴｠又は介嫉予防虹期入階療義介嵯を
�ｯているものを含み．（※11を帥く〕

介脹療養痢康等　（毛人性巳佃症表意療

瀦ﾈ棟の鯛東に陰る）　〔老人性招餌櫨

決ﾓ療養嶋棟の“席において短期入断
ﾃ養介護又は弁膜予防無期人斬療養介
@　岐を暈けているものを含む）

介麟も人福祉施設

狽ﾍ地単富者型介
楓ｼ人福祉施設

@〔軸讐ホーム）

i皿期人斬土居介

�狽ﾍ弁膜予防短
驛ﾉ断1竃分極を
�ｯているものを
@　含む）

州雌鰍サ＿ビ服1介謹直畳箇踵サービスを，生しない日O塙壷　i費書算愛した日の鳩合

世職O葺論題サービス鷺：評議畳畳細殿サービス

a壷」なし旧。嬉者i貴書算寒した日の鳴合

訪問看腫首題療養豊

Q4碗間遮絡体制加算

　　　　　　　　　　　　　　　　o
k宋朝の5性鼻偏等の恵書及び急性増悪等1：より一助的に類同の坊間看践画く一翼

@　　　　　　　　　　　である意看に口る．｝

@　　　　　　　　　　　　　　　o
i介膜僚賦の訪間者岐において緊急時紡問者岐を算塗していない場合に眠る。1

貫
耳

翼
員

民
国 犀

x
訪
問
骨
腫
療
養
豊

箪症脅瞥■加算 翼
x 翼 x x

　　　o
�ﾔの轟惟量亀の感君
ﾉ朝し，雀宅1糎，良
tの鰍匿。旛雫に‘
ﾃ●賞翫し丘唱白に鼠

@　　る、1

訪問看護精帷提供療養豊 x 圓 x 寓 黒

上記以外

　　　　　　　　　　　　　　　　o
i東柳の悪性■編等の意賓及び急性増5等によリー暁的に頻回の訪問看雌が畠髪
@　　　　　　　　　　　である轟嵩に眠る。1

属 寓 x 圓

　　　介嫉老人保健施設の療養1．毒人性粗掴征喪憲撫養廟棟の痢康。指寛居宅サービス等の事業の人員、設酷及び運営1二闊する基準〔平成十一年
　　　厚生省令偏三十七号｝附則第五兼備三項の観定により読み誓えて適用される伺令纂百四十四柴に規覚する基準■合膝轍醜1：係る廟床又は揃箆
豪11弁膜予防サービス等の事業の人員．瞭幽及び運営重びに指寛介蹟予防サービス等に倶る介護予防のための効果的な！掻の力法に隣する基準
　　　（平成十八年厚1労価省令第三十i号）附則第玉条第三項の鯉慮により読み替えて適用古れる伺噺纂百八十九柴に観覧する基準星合診療断に

　　　憚る獅庫

※2）　基本鯵痛輯の施設基準等仁平虚十八年厚生労働省告示算九十三号〕別寝富三算二号に掲げる畳畳。



別添

基本診療料の施設基準等に係る届出書

届出番号

（届出事項）

［ ］の鰍基準に係る届出

□　当該届出を行う前6月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出（法令の規定

　に基づくものに限る。）を行ったことがないこと。

□　当該届出を行う前6月間において療担規則及ぴ薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が

　定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく・かつ現に違反していないこと。

□　当該届出を行う前6月間において、健康保険法第了8条第1項及び老人保健法第3t条第1項の規定

　に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し・不正又は不当な行為が認められたこ

　とがないこと。

□　当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準

　並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員

　数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

標記について、上記基準のすべてに適合しているので・別添の様式を添えて届出します。

平成 年 月 日

保険医療機関の所在地

及び名称

開設者名 印

殿

備考1

　　2

　　3

［　］欄には、該当する施設基準の名称を記入すること。

□には、適合する場合「4」を記入すること。

届出書は、正副2通提出のこと。



様式1

施設基準等に係る届出書添付書類

今回の届出

ﾉ係る病棟
病棟数 病床数 入院患者数

届出時
1日平均

�@患者数

総病床数

一般病棟入院基本料

@　　複合病棟

療養病棟入院基本料

老人性認知症疾患治療病棟入院料

※1日平均入院患者数の算定期間　　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

※届出対象となる病室を枠で囲む等により明確にして、当該病棟の配置図及び平面図を添

　付すること。

※届出対象となる病室について、該当する入院基本料の「今回の届出の対象となる病棟」

　の欄にチェックを行い、届出対象の病床数を括弧内に記入すること・なお・届出対象と

　なる病室が複合病棟にある場合には、一般病棟入院基本料の該当欄に記入すること・



様式2

入院基本料等の施設基準に係る届出書添付書類（勤務形態）

看護師 准看護師 看護補助者

看護配置

@加算

看護補助

@加算 襯
鰯との兼任

騰
襯との兼任

騰
繍との兼任

病棟従事者総数

一般病棟入院基本料

@　複合病棟

療養病棟入院基本料

老人性認知症疾患治療病棟入院料

勤　務　体　制

3交代制

Q交代制

ｻの他

日　勤

冝@勤

冝@勤

（　　　　～　　　　）

o　　　　～　　　　　）

準夜勤

驕@勤

（　　～　　　）

i　　～　　　）

i　　～　　　）

深夜勤 〔　　　～　　　　）

i　　　～　　　　）

その他 日　勤 （　　～　　　） 〔　　　～　　　　）

［記載上の注意］

1　看護師、准看護師及び看護補助者の数は届出時の看護師、准看護師及び看護補助者の
　数を記載すること。なお、保健師及び助産師の数については・看護師の欄に含めて記載

　すること。
2　病棟勤務欄には病棟看護師長を含めた人数を記載すること。

3　r病棟以外との兼任」欄には、治療棟、外来等と兼任の者の数を記載すること。

4　外来、手術室・中央材料室等の勤務者数は「病棟勤務」欄に記入し、病棟との兼務は

　「病棟以外との兼任」欄に人数を記入すること。

5　当該保険医療機関の所定の全就業時間を通して勤務する常勤以外の者及ぴ病棟以外の
　兼任者にあっては、病棟勤務の時間を比例計算し、看護師・准看講師及び看護補助者の

　数の所定欄に算入し、記載すること。



様式3
夜間勤務等看護加算の施設基準に係る届出書添付書類（総括表）

保険医療機関名

　入院基本料の届出年月日　：　　　　年　　月

　入院基本料の区分

　入院基本料の届出番号

総病床数

総病棟数

加算区分別病棟数：夜間勤務等看護加算1

　　　　　　　　　　　　∫’　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　3

日

棟
棟
棟

夜間勤務等看護加算4

　　　”　　　　　　　5

棟
棟

番号 病棟名 病棟種別 主な診療科 病床数 雑響筐分 備考

※　病棟種別欄には「療養」　「複合」の区分を記載すること。



様式4

夜間勤務等看護加算の施設基準に係る届出書添付書類（勤務計画表）

保険医療機関名

番号　　　　　病棟名 病棟種別

　　　年　　　月分、又は

（主な診療科目

勤務形態〔ア　三交代　　イ、二交代　　ウ．その他（

夜勤時間帯＝午後　　　　時　　　～　翌朝　　　　　時 （16時間）

日分

　）

）〕

平均入院患者数 人（A）

夜勤に当たる1日平均看護要員数 人（B） 〔　　　延夜勤時間数（C）

　　　　　日数×16
〕

入院患者数対看護要員数　＿、1　　〔A／B）

月平均夜勤時間数 時間一
k夜勤謙畿是曇愉 〕

夜勤時間数（計）

番号 氏　　名

夜勤時間帯に

]事した者
i夜勤専従・

P6時間以下

ﾍ除く）

看護師・准看護師

E看護補助者の別

1日

j

2日

j

…　　　　　甲

|　●　・　岬

日
曜 全ての

]事者

夜勤専従者

P6時間以下

ﾌ者（再掲）

備　考

夜勤時間数（計）
（C） （D）

看護師・准看護師夜勤時間帯に

]事した者

@　（計）

（E）

看護補助者

〔記載上の注意〕

1　この様式は病棟ごとに作成すること。

2　日付の欄には、夜勤時間帯に従事した夜勤時間を記入すること。　（例：22時～7時）

3　r夜勤時間数（計）」欄には日付の欄に記入した従事者の夜勤時間数の合計を記入する。ただし・夜勤時間数（計）

　の合計を記入する（C）欄には当該病棟のすべての夜勤時間数の合計を記入し・D欄には夜勤専従者及ぴ看護師長等月

　当たりの夜勤時間が16時間以下の者の夜勤時間数を記入する。

4　　r夜勤時間帯に従事した者」欄には、夜勤を含む交代勤務を行う常勤者は1とし・病棟兼務及び非常勤職員の場合は・

病棟勤務の実働時間を比例計算した上で数値を記入すること。ただし・夜勤専従者や看護師長等月当たりの夜勤時間が

　16時間以下の者は除外し、備考欄に勤務形態を具体的に記入すること。



【記入例】

別紙1の療養病棟の例
　　　　　　　　夜間勤務等看護加算の施設基準に係る届出書添付書類（勤務計画表）

　保険医療機関名　　　　A　病　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18年　　4月分、又は　　　日分

　番号　　2　　　病棟名　　△　△　病棟　　　　　病棟種別＿遠し（主な診療科目：内科、整形外科　　）

　　　　勤務形態〔⑦．三交代　　イ，二交代　　ウ、その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）〕

　　　　夜勤時間帯：午後　17　時　　　～　翌朝　　9　　時　　　　（16時間）

　　平均入院患者数　　　　　　57　　　　人（A）

一焔・日平均看一」一⑥一
m1言1昊割

　　入院患者数対看護要員数　＿一＿L　l1　　（A／B）

　一…62一一
k・26￥讐磨64時間〕

＊以下の勤務計画表はすべての従事者、日数を記載するため、別紙とすること。

夜勤時間数（計）

番号 氏　　名

夜勤時間帯に

]事した者

i夜勤専従・

P6時間以下

ﾍ除く）

看護師・准看護師

E看護補助者の別

1日

j

2日

j

－　●　悟　・

｡　　・　　・

日
曜 全ての

]事者

夜勤専従者

P6時間以下

ﾌ者（再掲）

備　考

1 00 1 看護師 23－9 一 一
72

2
△△ 准看講師 一 17－9 17－9 64 64 17－9月4回

17 口口
1 看護師 一 一 23－9 60

18
．　　　，

1 看護補助者 23－9 一 一
72

夜勤時間数（計）

42 42 38

（C）

P260

（D）

@　64

看護師・准看護師 1．5 1．5 1．3夜勤時間帯に

]事した者

@　（計）

（E）19

看護補助者 1．1 1．1 1－［｝



様式5

有床診療所の施設基準に係る届出書添付書類

入　院　患　者　数
区
分 病　床　数

届出時
1日平均

�@患者数

備　　　考

総　　　　数 床 名 名

病
床
数
及
び
入
院
患
者
数

その他の病床

i専用病床）

　　　　床

i　　　床）

　　名
i　名）

　　　名

i　名）

1日平均入院
ｳ者数算出期間

@年　　月　　日

@　　～
@年　　月　　日

内
　
　
訳 療養病床

i専用病床）

　　　　床

i　　　床）

　　名
i　名）

　　名
i　名）

－　－　一　一　昌　－　一　一　－　－　¶　一　昌　－

@対象病床
一　　－　　－　　　－　　一　　一

床 名 名

看護師・准看護師 看　護　補　助　者

入院患者に

ﾎする勤務

入院患者以

Oとの兼務

入院患者に

ﾎする勤務

入院患者以

Oとの兼務

総　　　　数 名 名 名 名

看
　
　
護
　
　
要
　
　
員
　
　
数

その他の病床

k専用病床）

　　　名

i　名）

　　　名

i　名）

内
訳 療養病床

@（専用病床）

黶@－　一　■　●　■　層　一　一　一　一　昌　・　・

@対象病床

　　　　名

i　名）
|　　一　　一　　－　　一　　一　　…　　　　　　　　一　　－

@　　　名

　　　　名

i　名）
黶@一　一　●　●　一　一　一　一　一　－

@　　　名

　　　　名

@〔　名）
｡　甲　一　一　一　－　一　・　・　騨　一　一

　　　　名

k　名）
|　●　●　■　一　一　一　一　一　・　・

上記以外の勤務 名 名

時　　間　　帯　　区　　分
勤　務　形　態
i該当するものに0印）
k時間帯を記入）

当直制　・　交代制　・　その他
i　　～　　）　（　　～　　）　（　　～　　）

［記載上の注意］

　1　その他の病床とは、療養病床以外の病床をいう。

　2　療養病床の区分欄にはr入院」又はr特別」を記入する。

　3　専用病床とは、診療所老人医療管理料を算定する病床とする。なお・診療所老人医療管理料の

　　届出については別途行うこと。

　4　届出対象となる病床については、対象病床の欄に記入すること。

　5　届出対象となる病室を枠で囲む等により明確にして、当該病棟の配置図及び平面図を添付する

　　こと。

　6　療養病床、その他の病床、専用病床及び外来との兼務を行う場合の看護要員の人数については、

　　時間割比例計算により算入する。



様式6

有床診療所の施設基準に係る届出書添付書類

　　　　　　　（看護要員の名簿）

間時務勤態形務勤名氏種職

療

養

病

床

そ

の
　
　
他

の
　
　
病

床

［記入上の注意］

　1　「職種ユ欄には、看護師、准看護師、看護補助者の別を記載すること。

　2　r勤務形態」欄には、常勤、パートタイム等及び外来との兼務等の勤務形態を記載すること。

　3　　r勤務時間ゴ欄には、パートタイム等のものについては、1日当たりの平均勤務時間を記載す

　　　ること。



様式7

療養病棟療養環境加算の施設基準に係る届出書添付書類

医療法許可病床数
床

うち一般病棟

@結核病棟
床
床

療養病棟

ｸ神病棟

床
床

1日平均入院患者数
名

うち一般病棟

@結核病棟
名
名

療養病棟

ｸ神病棟
名
名

1日平均入院患者数

Z　　出　期　　間
年　　月 日　～　　年　　月 日

療養病棟の概要 （様式9に記入）

機能訓練室の概要 （様式9に記入）

医　　師　　の　　数 （1） 現員数 名　〔うち常勤医師数 名）

（2） 医療法における標準の医師の数 名

看護師及ぴ
（1） 現員数 名

准看講師の数
（2） 医療法における標準の看護師及び准看護師の数 名

（1） 現員数 名

看護補助者の数
（2） 医療法における標準の看護補助者の数 名

〔記入上の注意〕

　医師数、看護師数・准看護師数及ぴ看護補助者数は届出時の数を記入すること。



様式8

診療所療養病床療養環境加算の施設基準に係る届出書添付書類

医療法許可病床数 床〔うち輪雛集〕

1日平均入院患者数 名〔うち輪露量〕

1日平均入院患者数

Z出期間

年　　月　　　日　　～　　年　　月　　　　日

療養病床の概要 （様式10に記入）

機能訓練室の概要 （様式10に記入）

医師の数 （1）　現員数　　　　名　　　　　（うち常勤医師数　　　　名）

i2）　医療法における標準の医師の数　　　　　　　　　　　名

看護師及び准看講師

ﾌ数

（1）現員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿名

i2）医療法における標準の看護師及び准看護師の数　　＿名

看護補助者の数 （1）現員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿名

i2）医療法における標準の看護補助者の数　　　　　　　＿名

〔記入上の注意〕

　1　その他の病床とは、療養病床以外の病床をいう。

　2　医師数、看護師数・准看護師数及び看護補助者数は届出時の数を記入すること。



様式9

1　届出に係る［ ］病棟の概要（病棟ごとに記載すること。）

病　　棟 名 （ ）　　病床数 床（対象病床数を記入〉

病室の状況

i対象病床につい

ﾄ記載）

個　室

T人室

　　　　　室　2人室　　　室　3人室

@　　　　室　6人室以上　　　室

k　うち特別の療養環境の　　　　個　室

@　　提供に関する病室　　　　3人室

室
室
室

4人室　　　室

P慧1〕

病　棟　面

i以下は対象病床

�ﾜむ病棟につ

｢て記入）

積

平方メ外ル　（うち患者1人当たり 平方メ斗ル）

病室部分に係る

a　棟　面 積

平方メートル　（うち患者1人当たり 平方メートル）

廊　　下 幅 片側室部分 メートル　　両側室部分 メートル

食 堂 平方かトル

談　　話 室 有　・　無 （ と共用）

浴 室 有　・　無

2　届出に係る機能訓練室、作業療法室又は生活機能回復訓練室（以下r機能訓練室等」という。）

　の概要

機能訓練室等の床面積 平方メートル

機能訓練室等に具備
ｳれている器具・器械

〔記入上の注意〕

　1　届出に係る基準ごとに、該当する項目のみ記入すること。

　2　面積及び廊下幅については、小数点第1位まで記入すること。

　3　病室部分に係る病棟面積の患者1人当たり面積については、最小となる室について、廊下

　　幅については、最も狭い部分について記載すること。



様式10

1　届出に係る病床の概要

病床の状況

i対象病床につい

ﾄ記載）

届出に係る病床

k　特別の療養環境の

@提供に関する病室

床（全病床

@個　室　　　室

@3人室　　　室

床）

Q人室

S人室

室
室
〕

病床部分に係る

ﾊ　　　　　積

平方メ外ル （うち患者1人当たり 平方断トル）

廊　　下　　幅 片側室部分 メートル　　両側室部分 メートル

食　　　　　堂 平方メ外ル

談　　話　　室 有　・　無　　（ と共用）

浴　　　　　室 有　・　無

2　届出に係る機能訓練室、作業療法室又は生活機能回復訓練室（以下r機能訓練室等」という。）

　の概要

機能訓練室等の床面積 平方メートル

機能訓練室等に具備
ｳれている器具・器械

〔記入上の注意〕

　1　届出に係る基準ごとに、該当する項目のみ記入すること。

　2　面積及び廊下幅については、小数点第1位まで記入すること。

　3　病床部分に係る面積の患者1人当たり面積については・最小となる病室について・廊下

　　幅については、最も狭い部分について記載すること。



〔関連告示参考資料〕

　　　　　　　　　　2006／5／10日本医師会保険医療課

◎厚生労働省告示第142号
　健康保険法第63条第4項（同法第85条第9項、第86条第12項及び第

13項、第110条第7項並びに第149条において準用する場合を含む。）

及び老人保健法第25条第6項（同法第31条の2第10項並びに第31条の

3第9項及び第10項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、厚生

労働大臣が定める療養を次のように定め、平成18年4月1目から適用し・厚

生労働大臣ノ定ムル療養（平成12年厚生省告示第171号）及び厚生労働大

臣が定める療養（平成12年厚生省告示第175号）は、平成18年3月31

目限り廃止する。

　　平成18年3月20日　　　　　　　厚生労働大臣川崎二郎

厚生労働大臣が定める療養

1　介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービス

　を行う同法第8条第26項に規定する療養病床等に入院している要介護者

　（同法第7条第3項に規定する要介護者をいう。以下同じ。）の急性増悪等

　により、当該要介護者に対して緊急に行った療養（同法第48条第1項の規

　定に基づき施設介護サービス費を支給されるものを除く。）

2　病院である指定介護療養型医療施設（介護保険法第48条第1項第3号に

　規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）であって療養病棟（診

　療報酬の算定方法（平成18年厚生労働省告示第92号）に該当する病棟の

　数が1であるもの及び診療所である指定介護療養型医療施設において、療養

　病棟又は診療所の病室のうち、患者の性別ごとに各1っの病室（当該病室の

　病床数が4を超える場合においては、当該病室のうち4病床に限る。）を定

　め地方社会保険事務局長に届け出た場合について、当該届け出た病室に入院

　する者に対して行われる療養

3　診療報酬の算定方法別表第2に規定する療養（介護保険法第48条第1項

　の規定に基づき施設介護サービス費が支給されるものを除く。）

1



◎厚生労働省告示第176号
　診療報酬の算定方法（平成18年厚生労働省告示第92号）に基づき、要介

護保険者等である者について療養に要する費用の額を算定できる場合を次の

ように定め、平成18年4月1日から適用し、要介護被保険者等である患者に

ついて療養に要する費用の額を算定できる場合（平成12年厚生省告示第17

2号）及び要介護被保険者等である患者について医療に要する費用の額を算定

できる場合（平成12年厚生省告示第176号）は、平成18年3月31日限
り廃止する。ただし、同日以前の目に行われた療養の額の算定については、な

お従前の例による。

　　平成18年3月29目　　　　　　　　厚生労働大臣　川崎　二郎

要介護保険者等である者について療養に要する費用の額を算定できる場合

　診療報酬の算定方法第6号に規定する厚生労働大臣が定める場合は、別表第

1の上欄（左欄）に掲げる患者区分に従い、同表の下欄（右欄）に掲げる診療

報酬の算定方法に掲げる療養を行った場合とする。ただし、別表第2の上欄（左

欄）に掲げる療養に要する費用を算定する場合にあっては、同表の下欄（右欄）

に規定する算定方法による。

別表第1

患者の区分

要介護被保険者等である患者（以下単

に「患者』という。）のうち入院中以

外の患者（法第8条第9項に規定する

短期人所生活介，護（以ド「短期人所生

という一、）、1去第8条の2第1

0項に規定する介1蔭重防短期人所生

1、看介1護（以ド「介護f・防短期人所生活

介護tという、。）、法第8条第10項に

規定する短期入所療養介護（以下r短

期入所療養介護』という。）又は法第

8条の2第10項に規定する介護予

防短期入所療養介護（以下r介護予防

短期入所療養介護」という。）を受け

ている患者及び法第8条第20項に

規定する地域密着型介護老人福祉施

診療報酬の算定方法に掲げる療養

別表第1第1章第1部並びに第2章第1部（区分B

O　O1の10に掲げる入院栄養食事指導料、B　O　O

4に掲げる地域連携退院時共同指導料1、B　O　O5

に掲げる地域連携退院時共同指導料2、B　O　O7に

掲げる退院前訪問指導料及びB　O　O8に掲げる薬

剤管理指導料に係る部分を除く。）、第2部（区分C

O　O6に掲げる在宅訪問リハビリテーション指導

管理料、C　O　O8に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指

導料及びC　O　O9に掲げる在宅患者訪問栄養食事

指導料に係る部分を除く。）、第3部から第7部ま

で、第8部（区分1005に掲げる入院集団精神療

法、1008に掲げる入院生活技能訓練療法、10

11に掲げる精神科退院指導料及び1011－2

に掲げる精神科退院前訪問指導料に係る部分を除

く。）及び第9部から第12部まで、別表第2（区
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設（以下「地域密着型介護老人福祉施

設」という。）、同条第24項に規定す

る介護老人福祉施設（以下r介護老人

福祉施設』という。）又は同条第25

項に規定する介護老人保健施設（以下

「介護老人保健施設」という。）に入

所している患者を除く。）（以下「入院

中以外の患者』という。）

法第48条第1項第3号に規定する

指定介護療養施設サービスを行う法

第8条第26項に規定する療養病床

等（療養病床のうちその一部について

専ら要介護者を入院させるものにあ

っては、当該専ら要介護者を入院させ

る部分に限る。以下「介護療養病床等」

という。）以外の病床に入院している

患者（短期入所療養介護又は介護予防

短期入所療養介護を受けている患者

を除く。）

介護療養病床等（老人性認知症疾患療

養病棟の病床を除く。）に入院してい

る患者及ぴ短期入所療養介護（法第8

条第25項に規定する介護老人保健

施設の療養室若しくは老人性認知症

疾患療養病棟の病床（以下r療養室等」

という。）又は指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基

準（平成11年厚生省令第37号）附

則第5条第3項の規定により読み替

えて適用される同令第144条に規

定する基準適合診療所に係る病床に

おいて行われるものを除く。以羊別表

第2において同じ。）又は介護予防短

期入所療養介護（療養室等又は指定介

護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的

分C　O　O1に掲げる訪問歯科衛生指導料、C　O　O3

に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料及びC　O　O

6に掲げる老人訪問口腔指導管理料に係る部分を

除く。）並びに別表第3（区分15に掲げる在宅患

者訪問薬剤管理指導料に係る部分を除く。）による

点数が算定されるべき療養

別表第1第1章第2部（区分A316に掲げる診療

所老人医療管理料に係る部分を除く。）及び第2章

（第2部を除く。）並びに別表第2による点数が算

定されるべき療養

別表第1第2章第1部（区分B　O　O1の10に掲げ

る入院栄養食事指導料、B　O　O7に掲げる退院前訪

問指導料、B　O　O8に掲げる薬剤管理指導料及びB

O　O9に掲げる診療情報提供料（1）（注1、注3

及び注4に掲げる場合に限る。）に係る部分を除

く。）、第4部（第1節に掲げるエックス線診断料の

4のイ、区分E　O　O1に掲げる写真診断のうち単純

撮影及びE　O　O2に掲げる撮影のうち単純撮影に

係る部分を除く。）、第6部第2節（人工腎臓又は腹

膜灌流を受けている患者（胃性貧血状態にある者に

限る。）に係るエリスロポエチンも限る。）、第7部

　（区分H　O　O5に掲げる視能訓練及びH　O　O6に

掲げる難病患者リハビリテーション料に係る部分

に限る。）、第8部（区分1007に掲げる精神科作

業療法、1011に掲げる精神科退院指導料及び1

011－2に掲げる精神科退院前訪問指導料にか

かる部分を除く。）、第9部（基本診療料の施設基準

等（平成18年厚生労働省告示第第93号）別表第
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な支援の方法に関する基準（平成18

年厚生労働省令第35号）附則第5条

第3項の規定により読み替えて適用

される同令第189条に規定する基

準適合診療所に係る病床において行

われるものを除く。腓別表第2にお

いて同じ。）を受けている患者

介護療養病床等（老人性認知症疾患療

養病棟の病床に限る。）に入院してい

る患者及び老人性認知症疾患療養病

棟の病床において短期入所療養介護

又は介護予防短期入所療養介護を受

けている患者

介護老人保健施設に入所している患

者及び介護老人保健施設において短

期入所療養介護又は介護予防短期入

5第2号に掲げる処理に係る部分を除く。）

及び第10部から第12部までに規定による点数

が算定されるべき療養（指定施設サービス等に要す

る費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省

告示第21号）別表第13イの注8又はロの注8

に規定する所定単位数を算定した目に行われたも

のを除く。）、別表第1第1章第1部及び第2部第4

節（短期滞在手術基本料2を除く。）並びに第2章

第3部、第4部、第5部（専門的な診療に特有な薬

剤に係るものに限る。）、第6部（専門的な診療に特

有な薬剤に係るものに限る。）及び第8部から第1

2部までの規定による費用の額の算定に関する基

準別表第1　3イの注8又はロの注8に規定する

所定単位数を算定した日に行われたものに限る。）

並びに別表第2による点数が算定されるべき療養

別表第1第1章第2部第2節区分A227に掲げ

る精神科措置入院診療加算及び第2章第8部（区分

1007に掲げる精神科作業療法、1011に掲げ

る精神科退院指導料及び1011－2に掲げる精

神科退院前訪問指導料にかかる部分を除く。）の規

定による点数が算定されるべき療養（指定施設サー

ビス等に要する費用の額の算定に関する基準別表

第13ハ（1）及び（2）の注4に規定する所定

単位数を算定した目に行われたものを除く。）、別表

第1第1章第1部及び第2部第4節（短期滞在手術

基本料2を除く。）並びに第2章第3部、第4部、

第5部（専門的な診療に特有な薬剤に係るものに限

る。）、第6部（専門的な診療に特有な薬剤に係るも

のに限る。）及び第8部から第12部までの規定に

よる点数が算定されるべき療養（指定施設サービス

等に要する費用の額の算定に関する基準別表第1

3ハ（1）及び（2）の注4に規定する所定単位数

を算定した目に行われたものに限る。）並びに別表

第2による点数が算定されるべき療養

別表第1第3章及び別表第2による点数が算定さ

れるべき療養
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所療養介護を受けている患者及び短

期人所生活介1漫文は介、護戸防短期人

所生活介，護を受けている患者（以ド

「介護老人福祉施設入所者」という、。）

地域密着型介護老人福祉施設又は介 別表第1（別に厚生労働大臣の定めるものを除

r　｝ア　　D一“　　　一’一㌧

護老人福祉施設に入所している患者 く。）、別表第2及び別表第3　≡一＼

…　－一｝一1瞬月＾翫、ヒ“亨’一二ロによる点数が算定される

べき療養

（備考）

この表において「法」とは、介護保険法 （平成9年法律第123号）をいう。

※　表中の赤字部分は平成18年4月28日付け事務連絡r官報掲載事項の一部訂正につ

　いて』（厚生労働省保険局医療課法令第1係）を反映させたもの
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別表第2

診療報酬の算定方法に掲げる療養

別表第1第2章第1部区分B　O　O9

に掲げる診療情報提供料（1）（注2

に係る場合に限る。）が算定されるべ

き療養

別表第1第2章第1部区分B　O　O9

に掲げる診療情報提供料（圧）（注3

に係る場合に限る。）が算定されるべ

き療養

別表第1第2章第2部第1節区分C

O　O1に掲げる在宅患者訪問診療料

が算定されるべき療養

算定方法

入院中以外の患者については、同一月において、法

第8条第6項に規定する居宅療養管理指導（以下

r居宅療養管理指導」という。）又は法第8条の2

第6項に規定する介護予防居宅療養管理指導（以下

「介護予防居宅療養管理指導」という。）（医師が行

う場合に限る。）を行い、指定居宅サービスに要す

る費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省

告示第19号）別表の5の居宅療養管理指導費（以

下r居宅療養管理指導費」という。）又は指定介護

予防サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（平成18年厚生労働省告示第127号）別表の

5の介護予防居宅療養管理指導費（以下r介護予防

居宅療養管理指導費』を上いう。）を算定した場合

には、算定できず、介護療養病床等（老人性認知症

疾患療養病棟の病床を除く。）において短期入所療

養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けてい

る場合には、算定できる。

同一月において、法第8条第6項に規定する居宅療

養管理指導（以下「居宅療養管理指導」という。）

又は法第8条の2第6項に規定する介護予防居宅

療養管理指導（以下r介護予防居宅療養管理指導」

という。）（医師が行う場合に限る。）を行い、指定

居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準（平成12年厚生省告示第19号）別表の5の居

宅療養管理指導費（以下r居宅療養管理指導費」と

いう。）又は指定介護予防サービスに要する費用の

額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示

第127号）別表の5の介護予防挙楽療養管理指導

費（以下r介護予防居宅療養管理指導費」を上いう。）

を算定した場合には、算定できない。

法第8条第11項に規定する特定施設又は法第8

条第19項に規定する地域密着型特定施設に入居

している患者（以下「特定施設入居者」という。）

については、在宅療養支援診療所（診療報酬の算定

方法に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同
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じ。）の保険医が、末期の悪性腫瘍である患者に実

施する場合に限り、算定できる。

別表第1第2部第1節区分C　O　O2 特定施設入居者については、在宅療養支援診療所の

に掲げる在宅時医学総合管理料が算 保険医が、末期の悪性腫瘍である患者に実施する場

定されるべき療養 合に限り、算定できる。

別表第1第2章第2部第1節区分C 特定施設入居者については、算定できない。

003に掲げる在宅末期医療総合診

療料が算定されるべき療養

別表第1第2第2部第1節区分C　O 特掲診療料の施設基準等（平成18年厚生労働省告

05に掲げる在宅患者訪問看護・指導 示第94号）別表第7に規定する疾病等の患者及び

料が算定されるべき療養 急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要

である患者に係る場合に限り、算定できる。

別表第1第2章第8部第2節区分1 同一日に、厚生労働大臣が定める特定診療費に係る

005に掲げる入院集団精神療法及 指導管理等及び単位数（平成12年厚生省告示第3

び1008に掲げる入院生活技能訓 0号）別表の15に掲げる精神科作業療法又は16

練療法が算定されるべき療養 に掲げる認知症老人入院精神療法を行い、指定居宅

サービスに要する費用の額の算定に関する基準別

表の9二（7）の特定診療費、指定施設サービス等

に要する費用の額の算定に関する基準別表第1

3ハ（11）の特定診療費又は指定介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準別表9二

（5）の特定診療費を算定した場合には、算定でき

ない。

別表第1第2章第8部第1節区分1 法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生

015に掲げる重度認知症患者デ 活介護又は法第8条の2第17項に規定する介護

イ・ケア料が算定されるべき療養 予防認知症対応型共同生活介護を受けている患者

については、算定できない。

別表第2第2章第1部区分B　O　O　O 入院中以外の患者については、同一月において、居

に掲げる歯科口腔衛生指導料、B　O　O 宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導（歯

1に掲げる歯周疾患指導管理料、B　O 科医師が行う場合に限る。）を行い、居宅療養管理

02に掲げる歯科特定疾患療養管理 指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定し

料及びB　O　O9に掲げる診療情報提 た場合には、算定できない。

供料（1）（注2に掲げる場合に限る。）

が算定されるべき療養

別表第2第2章第1部区分B　O　O1 入院中以外の患者については、同一月において、居

一2に掲げる歯科衛生実地指導料が 宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導（歯

算定されるべき療養 科衛生士等が行う場合に限る。）を行い、居宅療養
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別表第2第2章第2部区分C　O　O3

に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導

料が算定されるべき療養

別表第3第2節各区分（区分15に掲

げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を

除く。）に掲げる薬剤服用歴管理料、

薬剤情報提供料、長期投薬情報提供

料、後発医薬品情報提供料、調剤情報

提供料及び服薬情報提供料が算定さ

れるべき療養

別表第3の区分15に掲げる在宅患

者訪問薬剤管理指導料が算定される

べき療養

管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導を算定

した場合には、算定できない。

恥」一　、　　・　　　　〈ひ∫一1一、　　　ロ　　一」一一＝｝几　　　”　　・

魚介，護老人保健福祉施設人所者については、

末期の悪性腫瘍である患者に対し、在宅療養支援診

療所の保険医の指示に基づき実施した場合に限り、

算定できる。

同一月において、居宅療養管理指導又は介護予防居

宅療養管理指導（薬剤師が行う場合に限る。）を行

い、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理

指導費を算定した患者については、算定できない。

藁介護老人保健福祉施設入所者については、末期

の悪性腫瘍である患者に対し、在宅療養支援診療所

の保険医の処方に基づき実施した場合に限り、算定

できる。

（備考）

この表において「法』 とは、介護保険法をいう。

※　表中の赤字部分は平成18年4月28日付け事務連絡r官報掲載事項の一部訂正につ

　いて」（厚生労働省保険局医療課法令第1係）を反映させたもの
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